
https://www.youtube.com/user/koganeishigikai
市議会の本会議・委員会等の様子をYouTubeで配信しています。

本
条
例
は
、
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
市
立
小
・
中
学
校
に

お
け
る
い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の
対
策

を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
昨
年
度

に
、
い
じ
め
防
止
条
例
検
討
委
員
会
を
設

置
し
て
、
計
８
回
に
わ
た
る
検
討
を
経
て

提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

 

12
月
21
日
の
本
会
議
で
は
、
起
立
採
決

の
結
果
、
起
立
多
数
に
よ
り
、
原
案
の
と

お
り
可
決
し
ま
し
た
。

令
和
２
年
第
４
回

　

定
例
会
日
誌

【
11
月
】

30
日　

�

本
会
議
（
議
案
の
審
議
・

委
員
会
付
託
・
採
決
、
陳

情
の
採
決
）

【
12
月
】

２
日　

本
会
議
（
一
般
質
問
）

３
日　

本
会
議
（
一
般
質
問
）

４
日　

 

本
会
議
（
一
般
質
問
、
議

案
の
審
議
・
委
員
会
付
託
、

陳
情
の
委
員
会
付
託
）

６
日　

本
会
議
（
一
般
質
問
）

８
日　

厚
生
文
教
委
員
会

９
日　

建
設
環
境
委
員
会

10
日　

総
務
企
画
委
員
会

11
日　

予
算
特
別
委
員
会

14
日　

議
会
運
営
委
員
会

15
日　

 

庁
舎
及
び
福
祉
会
館
建
設

等
調
査
特
別
委
員
会

16
日　

 

行
財
政
改
革
推
進
調
査
特

別
委
員
会

17
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

厚
生
文
教
委
員
会

　
　
　

建
設
環
境
委
員
会

　
　
　

総
務
企
画
委
員
会

　
　
　

 

庁
舎
及
び
福
祉
会
館
建
設

等
調
査
特
別
委
員
会

21
日　

 

本
会
議
（
委
員
会
付
託
案

件
の
採
決
、
議
案
の
審

議
・
採
決
、
議
員
提
出
議

案
の
審
議
・
採
決
・
委
員

会
付
託
、
陳
情
の
委
員
会

付
託
）

本
３
件
の
補
正
予
算
の
う
ち
、
２
件
の

補
正
予
算
は
、
11
月
30
日
、
12
月
４
日
の

本
会
議
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
予
算
特
別
委

員
会
（
斎
藤
康
夫
委
員
長
）
に
付
託
し
、

12
月
11
日
の
委
員
会
で
審
査
を
行
い
ま
し

た
。さ

ら
に
、
12
月
21
日
の
本
会
議
に
お
い

て
新
た
に
１
件
が
提
出
さ
れ
、
委
員
会
付

託
を
省
略
し
て
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

本
３
件
は
、
い
ず
れ
も
12
月
21
日
の
本

会
議
に
お
い
て
、
採
決
の
結
果
、
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
今
定
例
会
を
通
じ
て
の
一
般
会

計
補
正
予
算
の
合
計
額
は
、
８
億
４
千
731

万
７
千
円
と
な
り
、
補
正
後
の
一
般
会
計

歳
入
歳
出
予
算
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
609
億
７

千
85
万
２
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

本
３
件
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
に
関
す
る
補
正
予
算
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
学
校
運
営
に
要
す
る
経
費
（
千
338
万
２

千
円
）【
第
８
回
】

小
・
中
学
校
に
お
け
る
感
染
症
対
策
と

し
て
、
非
接
触
式
体
温
計
、
フ
ェ
イ
ス
シ

ー
ル
ド
、
空
気
清
浄
機
等
を
購
入
す
る
た

め
の
経
費
で
す
。

▼
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に

要
す
る
経
費
（
１
億
796
万
９
千
円
）

【
第
９
回
】

在
宅
で
高
齢
者
・
障
が
い
者
を
介
護
す

る
家
族
等
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
罹
患
等
し
た
場
合
に
、
高
齢
者
・
障

が
い
者
の
緊
急
一
時
的
な
受
入
体
制
を
整

え
る
た
め
、
障
害
福
祉
事
業
所
等
及
び
介

護
事
業
所
の
職
員
及
び
利
用
者
に
対
す
る

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
費
用
の
補
助
等
の
経
費
で
す
。

▼
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
に
要

す
る
経
費
（
３
千
861
万
千
円
）【
第
９
回
】

ワ
ク
チ
ン
接
種
券
の
作
成
・
封
入
・
発

送
等
を
行
う
た
め
の
接
種
券
作
成
等
委
託

料
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
開
設
及
び
発
送

後
の
問
合
せ
対
応
の
た
め
の
事
業
事
務
委

託
料
等
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
う
準
備
を

進
め
る
た
め
の
経
費
で
す
。

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
託
料
は
、
債
務

負
担
行
為
と
し
て
令
和
３
年
度
ま
で
の
期

間
を
設
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
給
付

に
要
す
る
経
費
（
２
千
743
万
円
）【
第
10

回
】ひ

と
り
親
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
令

和
２
年
７
月
か
ら
支
給
が
開
始
さ
れ
た
給

付
金
の
う
ち
、
１
世
帯
５
万
円
、
第
２
子

以
降
は
１
人
に
つ
き
３
万
円
を
再
支
給
す

る
も
の
で
す
。

令
和
２
年
第
４
回
定
例
会
（
五
十
嵐
京
子
議
長
）
は
、
11
月
30
日
に
開
会
し
、
12
月
21

日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

条
例
の
目
的
の
達
成
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
初
め
て
検

証
を
行
い
ま
し
た
。
検
証
結
果
を
中
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
12
月
17
日
】

▼ 　
多
摩
部
19
都
市
計
画　

都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び

保
全
の
方
針
の
変
更
に
つ
い
て

▼ 　
多
摩
部
17
都
市
計
画　

都
市

再
開
発
の
方
針
の
変
更
に
つ
い

て次
の
日
程
で
開
催
し
ま
し
た
。

会
議
の
様
子
は
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▼　

12
月
17
日
（
木
）

全
員
協
議
会
を

　
　

開
催
し
ま
し
た

広
報
協
議
会

第
4
回
定
例
会
の
概
要

令
和
２
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８
回
か
ら

第
10
回
ま
で
）
を
可
決

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
条
例
を
可
決

ワクチン接種の準備に向けた経費を含む
新型コロナウイルス対策補正予算３件を可決

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
条
例
を
可
決

議
会
基
本
条
例
特
集
号

市内の飲食店を応援するための「応援弁当」の販売

場　　所
小金井市本町暫定庁舎前
（市役所第二庁舎斜め向かい）
販売日時
週3日（水・木・金）※祝日は休み
11：30から13：30まで
販売期間
令和3年3月12日まで
主　　催
小金井市商工会
（042ｰ381ｰ8765）

令和 2年
第 4回定例会
第272号

令和3年（2０21年）
2月19日発行市議会だより

こがねい
発行：小金井市議会
編集：広報協議会

小金井市議会
ホームページアドレス

〒184-8504
小金井市本町六丁目 ６ 番 ３ 号
TEL（042）３87－9947（直通）
FAX（042）３87－1225

https://www.city.koganei.lg.jp/
　　 　 shisei/gikaijimukyoku/ 



各案件に対する討論の原稿は、議員が作成しています。

予
算
の
概
要
は
１
面
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

渡
辺
ふ
き
子
（
公
明
党
）

本
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
と
の
攻
防
の
一
年
で
あ
り
、
本

予
算
を
含
む
補
正
予
算
３
件
も
、
国

や
東
京
都
の
補
助
金
を
利
用
し
て
市

民
の
健
康
と
生
活
を
守
る
大
事
な
予

算
で
あ
る
。
施
策
の
周
知
と
、
市
独

自
の
支
援
の
拡
充
を
要
望
す
る
。

く
り
を
今
後
も
前
に
進
め
る
べ
き
と

考
え
、
賛
成
を
す
る
一
方
で
、
市
民

の
皆
様
か
ら
の
大
切
な
税
金
を
理

解
・
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
使
い
方

を
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

 

11
月
30
日
の
本
会
議
に
お
い
て
総

務
企
画
委
員
会
（
村
山
ひ
で
き
委
員

長
）
に
付
託
し
、
12
月
10
日
の
委
員

会
で
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

本
条
例
は
、
都
市
計
画
税
率
の
特

例
措
置
の
終
了
に
伴
い
、
令
和
３
年

度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
特
例
措
置

の
延
長
を
行
う
も
の
で
す
。

 

12
月
10
日
の
委
員
会
で
は
、
渡
辺

（
大
）
委
員
ほ
か
１
名
に
よ
る
修
正

案
を
提
出
し
ま
し
た
が
、
否
決
し
た

後
、
原
案
に
つ
い
て
起
立
採
決
の
結

果
、
起
立
多
数
に
よ
り
、
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま

し
た
。

 

12
月
21
日
の
本
会
議
で
は
、
渡
辺

（
大
）
議
員
ほ
か
２
名
に
よ
る
修
正

案
を
提
出
し
、
否
決
し
た
後
、
原
案

に
つ
い
て
起
立
採
決
の
結
果
、
起
立

多
数
に
よ
り
、
原
案
の
と
お
り
可
決

し
ま
し
た
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

清
水
が
く
（
自
民
党
・
信
頼
）

東
小
金
井
駅
北
口
区
画
整
理
事
業

や
下
水
道
管
更
新
等
の
市
の
ま
ち
づ

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

た
ゆ
久
貴
（
日
本
共
産
党
）

新
庁
舎
・
新
福
祉
会
館
建
設
は
必

要
と
考
え
る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い

て
、
市
税
収
が
大
き
く
減
り
、
更
な

る
市
民
生
活
支
援
が
必
要
な
緊
急
時

で
あ
る
た
め
、
総
額
110
億
円
の
事
業

は
一
旦
立
ち
止
ま
り
、
コ
ス
ト
ダ
ウ

ン
な
ど
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

田
頭
祐
子
（
生
活
者
ネ
ッ
ト
）

建
設
コ
ス
ト
削
減
は
常
に
点
検
す

べ
き
。
安
全
性
第
一
の
観
点
で
新
庁

舎
・
新
福
祉
会
館
と
も
に
免
震
構
造

を
可
能
で
あ
れ
ば
採
用
し
て
ほ
し
い
。

し
か
し
、
南
側
に
３
千
㎡
の
広
場
、

北
側
を
駐
車
場
と
す
る
案
は
、
事
業

の
後
戻
り
と
な
り
、
困
難
で
あ
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

吹
春
や
す
た
か
（
自
民
党
・
信
頼
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は

拡
大
し
、市
の
財
政
計
画
の
見
通
し

も
不
安
で
あ
る
。市
長
案
の
新
庁
舎

建
設
費
は
約
107
億
円
と
示
さ
れ
た
。

本
陳
情
の
市
民
案
は
財
政
上
、構
造

上
、工
期
に
関
し
重
要
な
示
唆
と
受

け
止
め
、比
較
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

村
山
ひ
で
き
（
み
ら
い
）

い
わ
ゆ
る
市
民
案
は
具
体
的
な
根

拠
等
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
検
証
し
、

い
わ
ゆ
る
市
長
案
に
優
位
性
が
あ
っ

た
場
合
、
検
証
コ
ス
ト
へ
の
住
民
監

査
請
求
等
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
当
選
案
を
無
視
し
、

比
較
す
る
こ
と
は
非
常
識
で
あ
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

白
井　

亨
（
こ
が
お
も
）

こ
れ
ま
で
の
経
過
か
ら
現
時
点
で

は
設
計
の
見
直
し
等
に
は
賛
同
で
き

な
い
が
、
中
期
財
政
計
画
に
よ
る
と

今
後
の
財
政
運
営
は
厳
し
い
。
事
業

の
見
直
し
を
提
案
し
た
が
、
市
長
は

動
か
な
い
。
市
民
生
活
に
影
響
が
な

い
よ
う
適
切
に
対
応
を
考
え
た
い
。

選挙管理委員４人及び選挙管理委員補充員
の選挙を12月21日に行いました。

選挙管理委員については、永並讓氏、池田祥
子氏、井塚忍男氏、久保治雄氏が当選しました。

また、同補充員については、第１順位とし
て河合賀代氏、第２順位として佐々木勇氏、
第３順位として宮川俊男氏、第４順位として
深見信子氏が当選しました。

条
例
の
概
要
は
１
面
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�
水
上
洋
志
（
日
本
共
産
党
）

い
じ
め
は
、
人
権
侵
害
・
暴
力
で

あ
り
、
根
絶
の
た
め
努
力
す
る
も
の

だ
が
、「
児
童
等
は
、
い
じ
め
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
禁
止
を
義
務

付
け
る
こ
と
は
、
鬱
屈
し
た
気
持
ち

を
広
げ
、
教
員
と
の
信
頼
関
係
を
損

な
う
も
の
で
あ
り
、
反
対
で
あ
る
。

予
算
の
概
要
は
１
面
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

水
谷
た
か
こ
（
こ
が
お
も
）

本
予
算
に
は
賛
成
す
る
が
、
Ｐ
Ｃ

Ｒ
検
査
費
補
助
の
方
法
に
懸
念
が
あ

る
。
重
篤
化
リ
ス
ク
が
高
い
人
の
感

染
拡
大
防
止
は
大
切
だ
が
、
無
症
状

者
も
含
み
一
人
１
回
だ
け
で
、
し
か

も
一
斉
に
検
査
せ
ず
に
効
果
が
あ
る

の
か
、
し
っ
か
り
検
証
さ
れ
た
い
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

片
山　

薫
（
市
民
カ
エ
ル
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

は
国
内
で
の
治
験
が
少
な
く
、
接
種

２
、
３
年
後
の
副
作
用
の
確
認
も
な

い
。
接
種
は
決
し
て
強
制
で
は
な
い

こ
と
、
副
作
用
・
副
反
応
の
そ
の
時

点
で
分
か
る
十
分
な
情
報
を
広
報
し
、

責
任
の
所
在
を
明
確
に
さ
せ
る
べ
き
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

湯
沢
綾
子
（
自
民
党
・
信
頼
）

多
摩
地
域
の
人
口
類
似
市
の
定
数

は
い
ず
れ
も
22
名
で
、
本
市
だ
け
24

名
で
あ
る
理
由
は
な
い
。
市
民
意
向

調
査
で
も
定
数
が
多
い
と
の
回
答
が

多
数
を
占
め
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
対
策
の
財
源
も
必
要
と
な
る
中
、

議
会
に
も
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

宮
下　

誠
（
公
明
党
）

改
選
後
、
前
半
２
年
間
で
は
議
会

改
革
と
し
て
議
員
定
数
見
直
し
の
議

論
を
丁
寧
に
進
め
、
後
半
２
年
間
で

は
定
数
２
減
を
条
例
提
案
し
て
き
た
。

市
民
意
向
調
査
の
結
果
を
見
て
も
、

民
意
は
明
ら
か
で
あ
り
、
議
会
と
し

て
身
を
切
る
改
革
は
必
須
で
あ
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

渡
辺
大
三
（
情
報
公
開
）

多
摩
26
市
の
中
で
人
口
類
似
市
は

４
市
。
小
金
井
市
を
除
く
３
市
は
定

数
22
名
で
あ
り
、
小
金
井
市
の
み
が

24
名
で
あ
る
。
市
民
意
向
調
査
で
も

「
多
い
」
と
感
じ
て
い
る
市
民
が
多

い
。
こ
の
率
直
な
民
意
に
対
し
て
何

ら
か
の
対
応
を
す
べ
き
で
あ
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

岸
田
正
義
（
み
ら
い
）

議
員
定
数
は
、
懇
談
会
等
で
市
民

と
の
共
通
理
解
を
進
め
る
な
ど
、
お

互
い
が
定
数
の
根
拠
を
つ
く
る
努
力

が
必
要
で
あ
る
と
訴
え
た
が
、
９
か

月
間
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
請
願
紹

介
議
員
の
そ
の
姿
勢
や
プ
ロ
セ
ス
こ

そ
が
問
題
と
考
え
、
反
対
す
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

坂
井
え
つ
子
（
緑
・
つ
な
が
る
）

定
数
と
報
酬
は
セ
ッ
ト
で
議
論
を
。

住
民
自
治
の
た
め
に
必
要
な
経
費
は
、

議
会
と
し
て
確
保
す
べ
き
。
そ
れ
で

も
財
源
が
必
要
な
ら
、
定
数
で
な
く

報
酬
見
直
し
の
検
討
を
。
ま
ず
は
市

民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
分
析
し
、
議
会
の

権
能
強
化
に
い
か
す
こ
と
が
必
要
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

板
倉
真
也
（
日
本
共
産
党
）

感
染
者
の
中
に
は
無
症
状
の
方
が

相
当
数
お
り
、
半
数
以
上
が
感
染
経

路
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
家
庭
内
感

染
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
医

療
従
事
者
や
子
ど
も
と
接
す
る
職
種

の
社
会
的
検
査
を
広
範
囲
に
行
う
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
賛
成
す
る
。

賛　否　が　分　か　れ　た　も　の
小金井市都市計画税条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ × × ○ × × × 総 原案可決

小金井市都市計画税条例の一部を改正する条例に対する修正案（議員提案） × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ 即 否　決

小金井市いじめ防止対策推進条例 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 厚 原案可決

小金井市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 即 原案可決

全　会　一　致　と　な　っ　た　も　の
小金井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例、小金井市学童保育所条例の一部を改正する条例 厚 原案可決

小金井市障害者福祉センターの指定管理者の指定について、小金井市児童発達支援センターの指定管理者の指定について、小金井市立本町高齢者在宅サービスセンターの指定
管理者の指定について 厚 可　決

武蔵小金井南第３自転車駐車場外６施設の指定管理者の指定について 建 可　決

小金井市諸収入金の督促及び延滞金に関する条例の一部を改正する条例 総 原案可決

令和２年度小金井市一般会計補正予算（第８回）、令和２年度小金井市一般会計補正予算（第９回） 予 原案可決

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、令和２年度小金井市一般会計補正予算（第１０回） 即 原案可決

○：賛成　×：反対　△：退席　議：議長（原則、採決には加わらず）
議
　
決
　
結
　
果
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付
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清
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議 案 の 審 議 結 果
付託先略称　�即：委員会付託を省略し本会議で採決
　　　　　　総：総務企画委員会　　厚：厚生文教委員会
　　　　　　建：建設環境委員会　　予：予算特別委員会

【会派略称】�自：自由民主党・信頼の小金井　　公：小金井市議会公明党　　み：みらいのこがねい　　　共：日本共産党小金井市議団　　　お：小金井をおもしろくする会　　会：こがねい市民会議
情：情報公開こがねい　　　　　　改：改革連合　　　　　　　ネ：生活者ネットワーク　　市：市民といっしょにカエル会　　緑：緑・つながる小金井

選挙管理委員・
選挙管理委員補充員を選挙

審
議
し
た
主
な
議
案

令
和
２
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
８
回
）

都
市
計
画
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

庁
舎
及
び
新
福
祉
会
館
の

建
設
に
関
し
て
、
抜
本
的

見
直
し
を
求
め
る
陳
情
書

市
議
会
に
お
い
て
、

新
庁
舎
と
（
仮
称
）
新
福
祉

会
館
建
設
に
関
し
、

市
長
案
と
市
民
案
の
比
較

検
討
を
求
め
る
陳
情
書

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
条
例

令
和
２
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
９
回
）

議
員
定
数
の
削
減
を

求

め

る

請

願

書

市
議
会
が
実
施
中
の
市
民

意
向
調
査
で
示
さ
れ
た
民
意

を
踏
ま
え
て
、
次
期
市
議
選

の
議
員
定
数
を
設
定
す
る

こ
と
を
求
め
る
陳
情
書

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

防
止
と
経
済
を
立
て
直
す

た
め
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の

強
化
を
求
め
る
陳
情
書
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会議録が早くご覧になれるよう、未定稿（校正中）を公開しています。

市議会の視察にかかる旅費を全額補正減して、新型コロナウイルス対策費用に充当することを求める
陳情書 議 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択

コロナ災害で地域社会教育の学びを止めないために公民館等の公共集会施設の高速ネット接続環境の
早急な整備を求める陳情書 厚 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択

小金井市シルバー人材センター特別会員理事の市推薦に際し、市役所職員の立候補は認められている
か否かの確認を求める陳情書 厚 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 採　択

暗所視支援眼鏡「ＭＷ１０」の日常生活用具認定に関する陳情書 厚 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択
リユース事業再配置という方針において粗大ごみ以外の現リサイクル事業所扱い品のリユースサイク
ルの提示を求める陳情書 建 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択

環境部長柿崎氏の考えるリユース哲学の確認を求める陳情書 建 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 採　択
清掃関連施設事務棟の存在価値について、客観的な数値を用いて、その費用便益効果が妥当であると
の説明を求める陳情書 建 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ × ○ ○ ○ 採　択

東小金井駅南口駅前広場にベンチの増設検討を求める陳情書 建 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択
東京都として都立神経病院の「再編統合」は行わないと国に意思表示するよう求める意見書提出の陳情書 厚 × × × 議 × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 採　択
陳情審査における採択と趣旨採択の違いの説明ならび、それぞれに対して行政当局が現実に行ってい
る作業の開陳を求める陳情書 議 × × × 議 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 採　択

小金井市における「学識経験者」という用語使用にかかる定義ならびに運用規則・規定の開示を求め
る陳情書 総 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 採　択

災害時の電力供給において電気自動車が有用であるとの事実に対し新庁舎にこれを活用しうる機能が
あるのかの披歴を求める陳情書 庁 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 採　択

多胎児家庭の移動支援に関する陳情書 厚 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択
多胎児家庭の相互支援サポートの仕組みづくりに関する陳情書 厚 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択
保健所の体制強化と増設について国、東京都に対し意見書提出を求める陳情書 厚 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択
委員会における審議ならびに決定事項は誰のものかの確認を求める陳情書 議 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 趣旨採択
第二庁舎駐車場への右折進入禁止に関する種々のハレーションと収め方を求める陳情書 総 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 趣旨採択
公立小中学校トイレの洋式化率を公務員が享受しているレベルにすることを求める陳情書 厚 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 趣旨採択
武蔵小金井駅、東小金井駅のｎｏｎｏｗａ口を朝６時または６時半から開けることを求める陳情書 建 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 趣旨採択
議員定数の削減を求める請願書 議 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × 不採択
公文書管理条例の制定を求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 不採択
リサイクル事業所廃止に対する高齢者就業支援の立場にある福祉保健部の見解と廃止推進派との調整
の内容の開陳を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 不採択

リサイクル事業所廃止に対し現職職員兼務シルバー特別会員理事の果たした役割について福祉保健部
の見解を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 不採択

シルバー側から天下り依頼がなかった場合、市はシルバー人材センターに対していかなるいやがらせ
もしないとの確約を求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × 不採択

総会での理事選任をあたかも専断できるように書かれた推薦依頼に対し市がそれを看過の上、依頼に
応えた理由の説明を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × 不採択

２陳情４２号にかかる高齢福祉担当課長発言中のシルバー側からの数字に基づいてなされた答弁の再答
弁を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ 不採択

公益社団法人会長から市長あての公文書を現役市職員と公益社団法人理事兼使用人が協議の上に隠滅
した疑いへの回答を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 不採択

平成３０年３月２６日付小福介発第１３９７号において任期を３年としているのは命令なのか要望なのかの確認
を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ 不採択

定款違反を教唆するような記載にもとづいてされたシルバー常務理事選任に対してシルバー特別会員
理事中谷氏の見解を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 不採択

小金井市シルバー人材センター宛て市長名文書中に定款違反を教唆するような記載があることについ
ての見解を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 不採択

総務部長宛て事務連絡文中にある「特段のご配慮」の意味について発信者である当時の福祉保健部長
柿崎氏の説明を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ 不採択

総会権限を会長の一存で決定できるかのように書かれたシルバー発書面に対する当時の福祉保健部長
柿崎氏の見解を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ 不採択

シルバー人材センター特別会員理事推薦依頼文中の「連携上必要」に応えて市推薦を行った市が認定
する連携の中身を問う陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ 不採択

「適正な補助金執行を促す」とするシルバー特別会員理事柿崎氏が旧リサイクル事業所の赤字に対し行
った作業の開陳を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 不採択

市議会が実施中の市民意向調査で示された民意を踏まえて、次期市議選の議員定数を設定することを
求める陳情書 議 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × 不採択

福祉会館建設についても、設計を変更し、「免震構造」を採用することを求める陳情書 庁 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 不採択
庁舎及び福祉会館建設について、設計を変更し、施工性を大幅に改善させ、建築費の大幅削減を行う
ことを求める陳情書 庁 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × × × 不採択

庁舎及び福祉会館建設について、設計を変更し、建物南側に安全で広々とした小金井らしい広場を整
備することを求める陳情書 庁 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × × × 不採択

新型コロナウイルス感染防止と経済を立て直すためＰＣＲ検査の強化を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × 不採択
庁舎及び福祉会館建設に関して、「コストダウン」「安全性確保」「地域環境の保全」の観点から設計の
抜本的見直しを求める陳情書 庁 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × × × 不採択

ごみ対策課長のリサイクル事業所内残置物発言においてあたかもシルバー側に責任があるかのような
答弁への是正を求める陳情書 建 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × 不採択

「坂のある街」小金井市民の生活の質向上のため電動自転車購入時における補助を求める陳情書 建 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ○ × 不採択
坂下住民の生活の質向上ならびに南北交流にかかるバリアフリー化のため、坂道克服設備の設置を求
める陳情書 建 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ○ × 不採択

市民権利が棄損された選挙で選ばれた西岡真一郎氏があたかも瑕疵のない市長の如く振る舞っている
ことに対し説明を求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × △ ○ × × ○ × 不採択

天下りもしくは市現職員がリサイクル事業所長ならびに事務員になると規定された文書の遵守状況の
確認を求める陳情書 建 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 不採択

ごみ減量啓蒙施設として機能不全が予想される二枚橋清掃関連施設事務棟に環境部の配置を求める陳
情書 建 × × × 議 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不採択

議員案第５４号に対する西岡市長の所感と、抗議文の用意の有無についての確認を求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × △ ○ × × ○ × 不採択
日本学術会議の人事に介入した国に対し抗議文を送ることを求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 不採択
日本学術会議人事に介入した国に対し抗議文を送ることを求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 不採択
シルバー人材センターの職員給与にかかる補助金交付要綱の文言に基づいて現実にやられている状況
の確認を求める陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 不採択

市職員定数条例を改正し正規職員の定数を削減することを求める陳情書 総 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ ○ × × × × 不採択
小金井市シルバー人材センター会員は小金井市勤労者福祉サービスセンターに入会できないことに対
する諸処の見解を求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × 不採択

市庁舎トイレにおいて市関係者が一般市民より市税による便益をより享受している状況について早急
の改善を求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × △ △ △ × × × ○ × × × × 不採択

市補助金により高額給与を保障されている団体には新福祉会館への入居を遠慮してもらうことを求め
る陳情書 庁 × × × 議 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不採択

○：賛成　×：反対　△：退席　議：議長（原則、採決には加わらず）
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請願・陳情の審議結果（その１）
付託先略称　総：総務企画委員会　　厚：厚生文教委員会
　　　　　　建：建設環境委員会　　議：議会運営委員会
　　　　　　庁：庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会

※　紙面の都合により、陳情の要旨は省略しています。
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採択された議員案・請願・陳情のうち執行されなかったもののリストを作り、公開することを求める
陳情書 議 × × × 議 × × × × × × × × × △ △ △ × × × ○ × × × × 不採択

リサイクル事業所残置物の処理にかかる市の関与のありかたの開示を求める陳情書 建 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × 不採択
財政援助団体理事兼務市職員の当該団体理事会出欠記録について、その開示を求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × 不採択
採択陳情・請願の執行に関する情報提供を求める陳情書 議 × × × 議 × × × × × × × × × △ △ △ ○ ○ × ○ × × × × 不採択
小金井市介護福祉課長が陳情者の介護保険料の決定に際し二重基準を適用している行為を違法と弾劾
する陳情書 厚 × × × 議 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不採択

南北分断問題および坂の克服事業を「坂のある街」小金井市が解決すべき政策課題として頂きたいと
する陳情書 建 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × 不採択

温暖化に追随しうる適応的な産業構造改変スキームを早急に策定し、政策化することの意見書を政府
に送ることを求める陳情書 建 △ △ △ 議 △ △ △ △ △ × × × × × × × × × × ○ × ○ × ○ 不採択

侵略行為のパラダイム転換に備えて専守防衛装備品の未来化を大規模に進める意見書を政府に送付す
ることを求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × × × × × × △ ○ × × × × 不採択

コロナ発生初期において常軌を逸したとも思われる行動をとった西岡市長への責任の追及を求める陳
情書 庁 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × × × 不採択

新庁舎建築設計の白紙撤回はできないとする斎藤議員発言において詐欺が生じる可能性の原因につい
ての検証を求める陳情書 庁 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × △ × × × × 不採択

退職後市職員の再就職において特定人物の就職活動に加担している財政援助団体への退職者推薦行為
の禁止を求める陳情書 総 × × × 議 × × × × × × × × × △ △ △ × × × ○ × × ○ × 不採択

二枚橋焼却場跡地を使用せずにごみ処理関連施設の集約をすることに対し部局が検討した内容の開示
を求める陳情書 建 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 不採択

市説明会の「我々としてはお貸しできない」発言における「我々」の主体と「お貸しできない」の意
思決定機構開示を求める陳情書 建 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 不採択

浸水対策を失念して庁舎等の設計を進めてしまったという目と耳を疑う事件について、解明を求める
陳情書 庁 △ △ △ 議 △ × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × 不採択

庁舎及び福祉会館の建設に関して、抜本的見直しを求める陳情書 庁 × × × 議 × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × × × 不採択
市議会において、新庁舎と（仮称）新福祉会館建設に関し、市長案と市民案の比較検討を求める陳情書 庁 △ ○ ○ 議 ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × × × × 不採択

○：賛成　×：反対　△：退席　議：議長（原則、採決には加わらず）
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請願・陳情の審議結果（その２）
付託先略称　総：総務企画委員会　　厚：厚生文教委員会
　　　　　　建：建設環境委員会　　議：議会運営委員会
　　　　　　庁：庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会

「桜を見る会」前夜祭に係る疑惑に関し
て、安倍前首相を国会招致し、全容解明
を行うことを求める意見書

菅首相に対し、安倍前首相を国会に証人喚問し、桜を見る会前夜祭
に関する虚偽答弁などの疑惑の全容解明を行うことを求める。 × × × 議 × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ △ ○ ○ ○ 原案可決

吉川貴盛元農水相・衆議院議員の現金
授受に関する疑惑の真相究明を求める
意見書

政府に対して、吉川貴盛元農水相の現金授受疑惑について、徹底し
た真相究明を行い国民に明らかにすることを求める。 × × × 議 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 原案可決

小金井都市計画道路３・４・１１号線外の
地質調査の中止と長期的視点で２路線の
見直しを求める意見書

２０２０年９月に環境概況調査の中止を求める意見書を送付したが、さ
らに地質調査の委託が行われた。調査の中止を求める。 × × × 議 × △ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ △ ○ ○ ○ 原案可決

不妊治療への保険適用の拡大を求める
意見書

不妊治療は、過重な経済的負担になっている場合が多く、早急に保
険適用の拡大や所得制限の撤廃も含め助成制度の拡充を求める。 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

犯罪被害者支援の充実を求める意見書 被害直後から公費により弁護士の支援を受ける制度や、国による損
害の補償制度の財政支援等の犯罪被害者支援の充実を求める。 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

住まいと暮らしの安心を確保する居住
支援の強化を求める意見書

住まいと暮らしの安全を確保する居住支援のため、住居確保給付金
の期間の延長、引き上げ等の速やかな実施を強く求める。 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

多摩地域における有機フッ素化合物に
よる水道水源井戸の地下水汚染の原因
究明と浄化を求める意見書

地下水を水道水源として飲み続けるため、汚染原因解消、地域住民
へのＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの血中濃度と健康調査の実施等を求める。 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

多核種除去設備等処理水の水蒸気放出
及び海洋放出に反対する意見書

原発事故の多大な被害に苦しむ福島県民に更なる被害を与える多
核種除去設備等処理水の水蒸気放出及び海洋放出に強く反対する。 × × × 議 × × × × × △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 原案可決

法律による自治体の個人情報保護制度
の標準化に反対する意見書

自治体個人情報保護条例を個人情報保護法で標準化し、自治体の判
断によらず一律に個人データを利活用することに反対する。 × × × 議 × × × × × ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 原案可決

要介護認定者を総合事業の対象とする
改正厚生労働省令施行の中止を求める
意見書

要介護認定者を総合事業の対象者とするという改正省令施行を中
止し、総合事業調査の進捗状況を早急に示すことを求める。 × × × 議 × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

中華人民共和国王毅国務委員兼外相発
言に対する抗議決議

中国王毅外相の尖閣諸島に関する発言及び日本漁船の正当な漁業
活動への侵害を繰り返す中国海警局の活動に対し、厳重に抗議する。△ △ △ 議 △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × 原案可決

非正規労働者に対する不当な待遇格差
を是正する法制度にすることを求める
意見書

非正規労働者に対して一時金や退職金を支給しないことは「不合理
な格差」に当たることを明確にする法制度にすることを求める。 △ △ △ 議 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

持続化給付金、家賃支援給付金の延長
及び継続的支援を求める意見書

コロナ収束まで、第２弾・第３弾の給付金が必要となっていることか
ら、政府に対して、申請延長及び継続的支援を求める。 △ △ △ 議 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

東京都として都立神経病院の「再編統
合」は行わないと国に意思表示するよ
う求める意見書

都立神経病院は、既に東京都としての整備計画があるので、これ以
上の再編統合は行わないとの意思表示を求める。 × × × 議 × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 原案可決

保健所の体制強化と増設を求める意見
書

保健所が公衆衛生の第一機関の役割を果たし、新型コロナウイルス
感染症拡大に機敏に対応できる保健所の体制強化と増設を求める。 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

新型コロナウイルス「第三波」から市内
商工業者を守るべく、事業者支援金（第
三弾）の実施を求める決議

財源を確保し、事業者支援金（第三弾）を実施すべきである。市長
に対し、関連予算を提出すべく最大限努力することを求める。 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

小金井市立小・中学校のトイレ洋便器
率向上への集中整備を求める決議

小中学校のトイレ洋便器率が都内最下位となり、取組の改善が必要
である。早急に都平均まで集中的な整備に取り組むことを求める。 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

早急に見直した財政計画を示し、新庁舎
及び（仮称）新福祉会館建設の財政的裏
付けを明らかにすることを求める決議

市長に対し、来年の予算審査の際、見直した財政計画を示し、新庁
舎等建設の財政的な裏付けを明らかにすることを求める。 ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

西岡市長に、東京都へ「小金井都市計画
道路３・４・１１号線に関する地質調査に
着手しないこと」、「都市整備局との意
見交換の場の設定」を文書で伝えるこ
とを求める決議

市長の「環境概況調査は任意の調査で事業着手を前提としない」と
の見立ては甘い。認識を改め、東京都に文書で伝えることを求める。× × × 議 × △ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ △ ○ ○ ○ 原案可決

○：賛成　×：反対　△：退席　議：議長（原則、採決には加わらず）
議
　
決
　
結
　
果

自 公 み 共 お 会 情 改 ネ 市 緑

清
水
　
が
く

吹
春
や
す
た
か

湯
沢
　
綾
子

五
十
嵐
京
子

遠
藤
百
合
子

渡
辺
ふ
き
子

小
林
　
正
樹

紀
　
由
紀
子

宮
下
　
　
誠

村
山
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で
き

鈴
木
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夫

岸
田
　
正
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沖
浦
あ
つ
し

た
ゆ
　
久
貴

板
倉
　
真
也

水
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井
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た
か
こ
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渡
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篠
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ひ
ろ
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祐
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片
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井
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意見書・決議の審議結果
※　可決された意見書は、国等への関係機関に送付しました。

※　紙面の都合により、陳情の要旨は省略しています。
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?!（5面～7面） 12月2日、3日、4日、6日
※原稿は市長部局の答弁も含めて各議員が作成しています。
＜ＱＲコードについて＞
上側：12月 2 日、３日、４日分
下側：12月 ６ 日分（日曜議会）
（いずれか一方のみ行った議員は、下側に 1つのみ掲載しています）
スマートフォン等で読み取ると、YouTubeでご覧いただくことができます。

一 般 質 問

会
派
の
略
称

（自民党・信頼）　自由民主党・信頼の小金井
（公 明 党）　小金井市議会公明党
（み ら い）　みらいのこがねい
（日本共産党）　日本共産党小金井市議団
（こ が お も）　小金井をおもしろくする会
（市 民 会 議）　こがねい市民会議

（情 報 公 開）　情報公開こがねい
（改 革 連 合）　改革連合
（生活者ネット）　生活者ネットワーク
（市民カエル）　市民といっしょにカエル会
（緑・つながる）　緑・つながる小金井

岸
田
正
義

（
み
ら
い
）

Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ
バ
ス
運
行
サ
ー
ビ

ス
拡
充
に
は
、
道
路
幅
員
等
の

法
的
課
題
と
運
転
士
不
足
等
の

事
業
者
の
課
題
が
あ
る
。
ア
東

町
循
環
の
振
動
や
交
通
危
険
を

訴
え
る
要
望
書
を
踏
ま
え
、
道

路
舗
装
を
厚
く
し
て
車
両
を
小

さ
く
す
る
等
、
振
動
を
軽
減
す

る
た
め
の
配
慮
が
必
要
で
は
な

い
か
。
イ
各
路
線
を
新
庁
舎
に

結
節
し
よ
う
と
す
る
と
、
効
率

的
な
運
行
の
妨
げ
と
な
る
。
駅

と
新
庁
舎
を
往
復
す
る
シ
ャ
ト

ル
バ
ス
の
運
行
を
検
討
す
べ
き
。

ウ
４
月
か
ら
の
緊
急
事
態
宣
言

以
降
、
減
収
が
続
い
て
い
る
。

バ
ス
事
業
者
が
撤
退
す
れ
ば
、

更
に
交
通
空
白
地
域
が
広
が
り
、

継
続
的
な
運
行
が
難
し
く
な
る
。

鈴
木
成
夫

（
み
ら
い
）

貫
井
け
や
き
公
園
の
維
持
管

理
や
落
ち
葉
清
掃
等
を
、
地
元

自
治
会
等
に
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
委
託
す
る
よ
う
な
形
を
モ

デ
ル
事
業
化
で
き
な
い
か
。

部
長　

梶
野
公
園
の
例
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し
て
の
補

助
金
助
成
で
は
な
く
、
地
域
活

性
化
に
資
す
る
イ
ベ
ン
ト
実
施

に
必
要
な
講
師
代
や
消
耗
品
に

補
助
金
を
活
用
し
て
い
る
形
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
市
立
公
園
で

新
た
に
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制

度
を
導
入
す
る
考
え
は
な
い
。

し
か
し
、
貫
井
け
や
き
公
園
は
、

特
に
地
元
自
治
会
と
地
域
に
根

付
い
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
と
の
つ
な

が
り
も
深
く
、
市
民
協
働
の
公

園
作
り
を
進
め
る
環
境
が
整
っ

村
山
ひ
で
き

（
み
ら
い
）

❶
ア
第
二
地
区
広
場
で
の
市

の
主
催
・
後
援
事
業
は
、
無
償

で
の
貸
出
し
は
で
き
る
の
か
。

イ
プ
ラ
ウ
ド
タ
ワ
ー
武
蔵
小
金

井
ク
ロ
ス
の
防
災
、
防
犯
の
た

め
の
組
織
が
重
要
で
あ
る
。
市

が
支
援
す
べ
き
。
ウ
旧
西
友
ビ

ル
に
つ
い
て
、
民
間
所
有
で
は

あ
る
が
、
何
ら
か
の
形
で
市
民

利
用
で
き
る
よ
う
交
渉
で
き
な

い
か
。
エ
武
蔵
小
金
井
駅
か
ら

の
始
発
を
増
便
で
き
な
い
か
。

部
長　

ア
令
和
２
年
３
月
に

小
金
井
市
等
の
公
益
機
関
主
催

事
業
、
後
援
事
業
で
非
営
利
事

業
に
つ
い
て
は
無
償
利
用
と
す

る
こ
と
で
同
意
し
た
。
イ
町
会

や
自
治
会
に
つ
い
て
周
知
で
き

る
よ
う
市
民
課
等
に
加
入
案
内

沖
浦
あ
つ
し

（
み
ら
い
）

管
理
不
全
に
よ
り
、
隣
地
や

道
路
に
越
境
し
て
繁
茂
す
る
私

有
樹
木
が
、
周
辺
住
民
等
の
住

環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
場
合

の
行
政
の
関
与
に
つ
い
て
問
う
。

ア
空
き
家
の
樹
木
越
境
等
に
お

け
る
近
隣
住
民
か
ら
の
相
談
の

対
応
は
。
イ
空
き
地
の
場
合
の

相
談
対
応
は
。
ウ
住
居
等
で
現

に
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
の
場

合
の
相
談
対
応
は
。
エ
市
道
へ

の
越
境
等
の
対
応
は
。
オ
近
隣

住
民
が
相
談
を
寄
せ
て
も
、
所

有
者
等
の
任
意
の
協
力
を
待
つ

し
か
な
い
状
況
で
あ
る
。
生
活

環
境
、
住
環
境
の
保
全
を
目
的

と
し
て
独
自
条
例
を
制
定
し
、

行
政
も
関
与
で
き
る
手
段
を
持

つ
べ
き
で
は
な
い
か
。

部
長　

ア
民
地
へ
の
越
境
は

環
境
政
策
課
、
市
道
へ
の
越
境

は
道
路
管
理
課
で
対
応
し
て
い

る
。
担
当
が
現
地
の
状
況
を
確

認
し
、
所
有
者
等
へ
改
善
の
お

願
い
の
文
書
を
送
付
し
て
い
る
。

イ
空
き
家
の
対
応
と
同
じ
流
れ

で
あ
る
が
、
空
き
地
は
独
自
の

条
例
に
よ
り
市
の
勧
告
や
有
償

管
理
委
託
等
の
規
定
が
あ
る
た

め
、
空
き
家
の
よ
う
な
苦
情
相

談
は
ほ
ぼ
無
い
。
ウ
民
事
不
介

入
の
原
則
か
ら
、
対
応
が
困
難

で
あ
る
。
エ
所
有
者
宅
へ
の
訪

問
ま
た
は
通
知
文
に
よ
り
、
適

正
管
理
を
お
願
い
し
て
い
る
。

市
長　

オ
本
市
が
乗
り
越
え

る
べ
き
課
題
の
一
つ
と
し
て
十

分
認
識
し
、
今
後
の
市
政
運
営

に
努
め
た
い
。
条
例
化
に
つ
い

て
は
、
研
究
課
題
と
し
た
い
。

て
い
る
。
今
後
、
地
元
自
治
会

と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
等
に
協
力
い
た

だ
け
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
日
頃

の
清
掃
活
動
な
ど
を
通
じ
て
多

世
代
が
交
流
し
、
地
域
が
活
性

化
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
今

後
、
市
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

役
を
担
い
、
地
元
自
治
会
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ
団
体
と
も
協
議
し
、
新
た

な
仕
組
み
作
り
が
推
進
で
き
る

よ
う
検
討
し
た
い
。

事
業
者
へ
の
補
助
金
を
真
摯
に

検
討
す
べ
き
。
エ
４
路
線
を
一

事
業
者
が
担
っ
て
い
る
状
況
を
、

複
数
の
事
業
者
に
担
わ
せ
て
負

担
を
平
準
化
す
べ
き
。
オ
地
域

の
課
題
を
地
域
で
共
有
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
地
域
懇
談

会
を
増
や
し
、
課
題
の
背
景
や

状
況
を
丁
寧
に
説
明
す
べ
き
。

部
長　

ア
検
討
し
、
対
応
の

可
否
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。

イ
手
法
等
を
整
理
し
た
上
で
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

ウ
運
転
士
不
足
や
、
コ
ロ
ナ
禍

の
実
情
を
踏
ま
え
て
整
理
し
た

い
。
エ
今
後
の
調
整
課
題
と
し

て
整
理
し
た
い
。

市
長　

オ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
へ

の
影
響
を
踏
ま
え
て
整
理
す
る
。

■
そ
の
他
、
学
童
保
育
に
つ
い

て
質
問
し
ま
し
た
。

の
チ
ラ
シ
を
配
置
し
て
い
る
。

ウ
市
か
ら
の
具
体
的
な
提
案
は

難
し
い
。
エ
令
和
２
年
１
月
８

日
に
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
市
長
名
で

要
望
書
を
提
出
し
た
。

❷
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・

１
号
線
と
３
・
４
・
11
号
線
に

つ
い
て
。
ア
市
長
が
５
月
に
都

知
事
に
提
出
し
た
要
望
書
に

「
市
長
が
了
解
で
き
な
い
状
況

下
で
の
事
業
化
は
進
め
な
い
よ

う
求
め
ま
す
。」
と
あ
る
が
、

そ
の
状
況
の
ま
ま
か
。
イ
地
質

調
査
中
止
を
東
京
都
に
求
め
よ
。

市
長　

ア
議
員
が
指
摘
し
た

と
お
り
の
認
識
で
間
違
い
な
い
。

部
長　

イ
地
質
調
査
は
、
事

業
認
可
取
得
と
は
直
接
関
係
の

な
い
任
意
の
調
査
で
あ
る
。
東

京
都
の
動
向
を
注
視
し
、
必
要

に
応
じ
て
検
討
し
た
い
。

小
林
正
樹

（
公
明
党
）

❶
９
月
、
文
部
科
学
省
か
ら
、

全
国
の
公
立
小
・
中
学
校
ト
イ

レ
の
洋
式
化
率
が
発
表
さ
れ
、

都
内
で
小
金
井
市
が
最
下
位
で

あ
る
こ
と
が
大
き
な
話
題
と
な

っ
て
い
る
。
ア
和
式
ト
イ
レ
は
、

子
ど
も
た
ち
の
健
康
を
損
な
う

様
々
な
要
因
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
イ
和
式
ト
イ
レ
は
、
臭

い
の
原
因
と
な
り
、
洋
式
化
は

感
染
症
対
策
に
も
大
き
な
意
味

を
持
つ
の
で
は
。
ウ
体
育
館
の

洋
式
ト
イ
レ
は
14
校
中
４
校
し

か
設
置
さ
れ
て
い
な
い
が
、
避

難
所
対
策
と
し
て
、
ど
の
よ
う

な
危
機
感
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

エ
東
京
都
平
均
を
目
指
し
た
年

次
計
画
を
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持

っ
て
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

部
長　

ア
子
ど
も
の
健
康
を

守
る
上
で
、
ト
イ
レ
の
洋
式
化

は
大
切
な
こ
と
と
認
識
し
て
い

る
。
イ
和
式
と
洋
式
で
、
便
や

尿
の
飛
散
量
に
差
が
あ
る
こ
と

は
認
識
し
て
い
る
。
ウ
防
災
上

の
観
点
か
ら
も
、
重
要
な
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

市
長　

エ
早
期
に
東
京
都
平

均
に
近
づ
け
る
よ
う
適
切
な
時

期
に
計
画
を
定
め
ら
れ
る
よ
う

対
応
し
て
い
き
た
い
。

■
そ
の
他
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
買

物
困
難
者
対
策
、
ま
た
、
防
災

意
識
を
高
め
る
事
に
も
つ
な
が

る
「
日
常
時
」
と
「
非
常
時
」

と
い
う
フ
ェ
ー
ズ
を
な
く
す

「
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
」
の
概
念

を
採
用
し
、
安
心
で
豊
か
に
暮

ら
せ
る
自
治
体
に
し
な
い
か
等

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

吹
春
や
す
た
か

（
自
民
党
・
信
頼
）

❶
ア
熊
本
県
益
城
町
で
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
避
難
所
運
営
訓
練
が
行
わ

れ
、
Ｐ
Ｐ
Ｅ
（
個
人
防
護
具
）、

受
付
、
居
住
、
生
活
空
間
、
体

調
不
良
者
対
応
、
車
中
避
難
者

対
応
の
６
つ
の
訓
練
が
行
わ
れ

た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
ど
う
考

え
る
か
。
イ
市
は
、
発
災
時
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
新

庁
舎
内
に
設
置
す
る
予
定
で
あ

る
。
感
染
症
対
策
の
観
点
か
ら
、

再
検
討
す
べ
き
と
繰
り
返
し
提

案
し
て
き
た
。
検
討
し
な
い
か
。

部
長　

ア
い
ず
れ
も
、
避
難

所
の
実
態
を
踏
ま
え
た
大
変
重

要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
イ

社
会
福
祉
協
議
会
と
協
議
し
、

設
置
場
所
の
検
討
を
進
め
た
い
。

水
谷
た
か
こ

（
こ
が
お
も
）

❶
将
来
的
に
は
、
放
課
後
の

活
動
は
学
校
の
管
理
下
で
は
な

く
地
域
の
ク
ラ
ブ
等
で
行
う
の

が
望
ま
し
い
と
考
え
る
が
、
部

活
動
を
理
由
と
し
た
指
定
校
変

更
を
可
能
と
す
る
運
用
は
前
向

き
に
受
け
止
め
る
。
ア
６
年
生

の
児
童
と
そ
の
保
護
者
へ
の
周

知
の
時
期
と
方
法
は
。
イ
こ
の

運
用
を
知
ら
な
か
っ
た
生
徒
が
、

指
定
校
を
変
更
し
た
生
徒
に
対

し
て
誤
解
な
ど
し
な
い
た
め
に
、

全
児
童
に
広
く
周
知
す
べ
き
で

あ
る
。
進
学
先
の
選
択
に
当
た

り
、
部
活
動
は
大
き
な
要
因
と

な
る
の
で
、
他
の
学
年
に
も
知

ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

部
長　

ア
今
年
度
は
、
11
月

中
頃
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
た
。
来
年
度
以
降
は
、
早
め

に
周
知
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

教
育
長　

イ
今
の
部
活
動
を

そ
の
ま
ま
継
続
す
る
の
が
良
い

こ
と
で
は
な
い
と
の
認
識
は
あ

る
。
運
用
を
知
ら
な
か
っ
た
と

い
う
子
ど
も
が
出
る
こ
と
は
最

大
限
避
け
た
い
の
で
、
懸
命
に

周
知
徹
底
を
し
て
い
き
た
い
。

❷
杉
並
区
等
を
参
考
に
、
保

護
者
が
地
域
の
子
育
て
支
援
と

つ
な
が
り
、
ま
ち
づ
く
り
に
も

つ
な
が
る
と
い
う
二
つ
の
効
果

が
期
待
で
き
る
「
子
育
て
応
援

券
」
を
導
入
し
な
い
か
。

部
長　

初
め
て
確
認
し
た
状

況
な
の
で
、
本
日
は
貴
重
な
意

見
と
し
て
預
か
り
た
い
。

■
そ
の
他
、
標
準
服
、
子
ど
も

や
親
子
の
居
場
所
、
産
後
ケ
ア

等
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

❷
小
学
校
の
授
業
で
、
ジ
ュ

ニ
ア
救
命
士
制
度
と
い
う
救
命

講
習
を
導
入
し
て
い
る
事
例
が

あ
る
。
小
金
井
市
の
小
学
校
で

も
導
入
し
な
い
か
。

部
長　

小
金
井
消
防
署
で
実

施
し
て
い
る
小
学
生
向
け
救
命

講
習
も
同
様
の
活
動
で
あ
り
、

大
変
有
意
義
な
活
動
と
捉
え
て

い
る
。
関
係
各
位
と
連
携
を
図

り
、
検
討
を
進
め
た
い
。

公
園
の
適
正
管
理
に

貫
井
け
や
き
公
園
モ
デ
ル
を

Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ
バ
ス
再
編
事
業
の

課
題
を
共
有
せ
よ

な
ぜ
洋
式
化
が
必
要
か

ト
イ
レ
洋
式
化
率
向
上
を

住
環
境
の
保
全
の
た
め

独
自
条
例
の
制
定
を

武
蔵
小
金
井
駅
周
辺
整
備
／

都
市
計
画
道
路
へ
の
対
応

部
活
に
よ
る
学
区
変
更
／

子
育
て
応
援
券
の
導
入
を

感
染
症
対
応
避
難
所
運
営

訓
練
／
ジ
ュ
ニ
ア
救
命
士

体調不良者対応訓練の様子
（益城町ホームページより）

け
や
き
の
落
葉
の
適
正
な
剪
定
を

求
め
る
声
が
寄
せ
ら
れ
る
。
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宮
下　

誠

（
公
明
党
）

❶
市
内
全
域
の
通
学
路
や
住

宅
街
に
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ

れ
て
い
る
が
、
地
域
で
は
侵
入

窃
盗
な
ど
の
事
件
が
引
き
続
き

発
生
し
て
い
る
。
ア
防
犯
カ
メ

ラ
の
増
設
を
計
画
的
に
進
め
て

は
ど
う
か
。
イ
活
用
で
き
る
補

助
制
度
の
内
容
を
示
し
て
ほ
し

い
。
ウ
補
助
制
度
等
に
つ
い
て
、

市
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
情
報

提
供
を
行
っ
て
は
ど
う
か
。

部
長　

ア
現
在
、
自
治
会
・

町
会
等
で
50
台
が
設
置
さ
れ
て

お
り
、
今
後
も
基
本
的
に
は
自

治
会
等
、
地
域
の
意
見
を
聞
き

な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
く
。
イ

各
種
の
条
件
は
あ
る
が
、
地
域

団
体
へ
の
補
助
金
制
度
が
あ
り
、

１
団
体
の
１
台
当
た
り
の
負
担

紀　

由
紀
子

（
公
明
党
）

ア
こ
れ
ま
で
、
孤
独
の
孤
育

て
と
言
わ
れ
る
現
代
に
あ
っ
て
、

悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
母
親
に
エ

ー
ル
を
送
り
た
い
等
の
思
い
を

持
っ
て
、
切
れ
目
の
な
い
子
育

て
支
援
を
目
指
し
て
様
々
な
提

案
を
し
て
き
た
。
子
育
て
支
援

を
拡
充
す
る
こ
と
は
、
子
育
て

世
代
に
恩
恵
が
及
ぶ
だ
け
で
は

な
く
、
高
齢
者
を
支
え
る
支
え

手
を
増
や
す
こ
と
に
も
な
り
、

国
や
自
治
体
の
将
来
に
と
っ
て

も
大
事
な
施
策
で
あ
る
。
出
産

育
児
一
時
金
を
50
万
円
に
拡
充

し
な
い
か
。
イ
多
胎
児
家
庭
の

Ｓ
Ｏ
Ｓ
に
応
え
、
補
助
金
等
を

活
用
し
な
が
ら
早
急
に
支
援
を

強
化
す
べ
き
で
あ
る
。
多
胎
児

を
連
れ
て
の
外
出
は
、
移
動
が

清
水
が
く

（
自
民
党
・
信
頼
）

東
小
金
井
駅
北
口
の
駅
前
ロ

ー
タ
リ
ー
に
は
小
金
井
薄
紅
桜

の
若
木
が
植
樹
さ
れ
て
い
る
。

植
樹
に
携
わ
っ
た
方
に
、
な
ぜ

植
樹
を
し
た
の
か
伺
っ
た
と
こ

ろ
、
東
小
金
井
の
ま
ち
の
成
長
、

ま
た
、
地
域
に
住
む
市
民
と
共

に
成
長
し
、
自
身
の
成
長
も
薄

紅
桜
の
成
長
と
共
に
振
り
返
り
、

ま
ち
の
歴
史
と
薄
紅
桜
が
共
に

歩
む
と
い
う
よ
う
な
思
い
が
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
東
小
金
井
駅
北
口
に

は
地
域
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い

る
が
、
駅
前
は
柵
や
空
き
地
が

目
立
ち
、
延
々
と
工
事
が
行
わ

れ
て
い
る
。
な
お
、
駅
前
の
公

園
予
定
地
が
あ
る
が
、
中
央
線

の
車
窓
か
ら
公
園
が
見
え
、
東

坂
井
え
つ
子

（
緑
・
つ
な
が
る
）

次
期
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
の
た
た
き
台
で
は
、
個
別

路
線
に
つ
い
て
の
記
載
を
せ
ず

３
項
目
で
都
市
計
画
道
路
全
体

の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
ア

近
隣
市
の
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
で
は
、
優
先
整
備
路
線

に
つ
い
て
ど
う
記
載
し
て
い
る

か
。
イ
３
・
４
・
１
号
線
に
関

し
て
、
は
け
の
保
全
に
つ
い
て

の
考
え
方
は
。
ウ
は
け
と
野
川

を
守
る
た
め
、
３
・
４
・
１
号

線
と
３
・
４
・
12
号
線
は
見
直

し
を
求
め
て
い
く
の
か
。

部
長　

ア
近
隣
市
の
例
で
は
、

整
備
推
進
を
図
る
と
記
載
す
る

こ
と
が
多
く
、
妥
当
な
表
現
と

思
う
が
、
当
該
２
路
線
は
否
定

的
・
肯
定
的
両
方
の
意
見
が
あ

り
、
現
在
の
記
載
方
法
に
し
た
。

市
長　

イ
国
分
寺
崖
線
は
、

都
市
空
間
の
骨
格
と
し
て
緑
の

軸
に
位
置
付
け
て
い
る
。
ウ
都

知
事
宛
て
に
要
望
し
た
内
容
及

び
私
の
意
思
に
つ
い
て
は
現
時

点
で
変
わ
り
は
な
く
、
そ
の
姿

勢
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。

■
そ
の
他
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
制
度
の
充
実
と
、
市
の
気
候

非
常
事
態
宣
言
を
求
め
ま
し
た
。

困
難
な
た
め
、
タ
ク
シ
ー
利
用

券
の
配
布
を
来
年
度
も
続
け
な

い
か
。
ウ
保
育
の
入
所
指
数
や

優
先
項
目
で
、
多
胎
児
へ
の
加

点
な
ど
の
配
慮
を
行
え
な
い
か
。

エ
産
後
う
つ
の
予
防
・
支
援
の

た
め
、
男
性
の
育
児
休
業
の
取

得
を
促
進
し
な
い
か
。

部
長　

ア
国
の
動
向
を
注
視

し
、
制
度
に
沿
っ
て
拡
充
を
図

り
た
い
。
イ
東
京
都
の
補
助
制

度
が
な
い
場
合
、
市
独
自
で
行

う
こ
と
は
厳
し
い
の
が
現
状
で

あ
る
。
ウ
令
和
３
年
４
月
の
認

可
保
育
所
の
入
所
か
ら
、
指
数

の
加
点
項
目
に
多
胎
児
支
援
の

項
目
を
設
定
し
た
。
エ
育
児
休

業
を
取
得
し
や
す
い
職
場
環
境

づ
く
り
が
課
題
で
あ
る
。

■
そ
の
他
、
ひ
き
こ
も
り
支
援

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

金
額
は
５
万
円
程
度
に
軽
減
さ

れ
る
。
ウ
掲
載
を
検
討
し
た
い
。

❷
小
学
校
通
学
路
の
防
犯
カ

メ
ラ
を
増
設
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
う
が
、
現
在
の
状
況
は
。

部
長　

現
在
、
各
小
学
校
の

通
学
路
に
５
台
ず
つ
、
計
45
台

設
置
さ
れ
て
い
る
。
今
年
度
は
、

補
助
金
を
活
用
し
、
新
た
に
11

台
の
設
置
を
予
定
し
て
い
る
。

❸
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
を

活
用
し
た
新
し
い
技
術
「
走
る

防
犯
カ
メ
ラ
」
に
つ
い
て
、
市

が
所
有
す
る
公
用
車
に
設
置
し

て
は
ど
う
か
。

部
長　

今
後
、
他
市
事
例
等

の
情
報
収
集
に
努
め
、
研
究
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

■
そ
の
他
、
デ
ジ
タ
ル
格
差
解

消
や
免
疫
力
ア
ッ
プ
へ
の
取
組

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

小
金
井
駅
で
下
車
し
て
み
た
い

と
思
え
る
ま
ち
に
す
る
た
め
に

も
、
公
園
整
備
へ
の
早
期
着
手
、

先
行
着
手
を
す
べ
き
と
考
え
る
。

地
元
の
方
か
ら
も
同
様
の
声
を

聞
く
が
、
見
解
を
伺
う
。

部
長　

非
常
に
有
意
義
な
公

園
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ご

指
摘
の
と
お
り
可
能
な
限
り
早

期
に
整
備
で
き
る
よ
う
調
整
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

斎
藤
康
夫

（
市
民
会
議
）

ア
新
庁
舎
を
建
設
す
れ
ば
、

本
庁
舎
の
跡
地
だ
け
で
な
く
、

第
二
庁
舎
北
側
駐
車
場
や
前
原

暫
定
集
会
施
設
の
跡
地
な
ど
の

活
用
に
つ
い
て
総
合
的
に
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。
イ
第
二
庁

舎
北
側
駐
車
場
に
隣
接
す
る
大

型
マ
ン
シ
ョ
ン
の
権
利
者
の
資

産
は
、
過
去
の
市
政
運
営
に
よ

っ
て
毀
損
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
例
を
示
す
。
昭
和
47
年
に
建

築
確
認
を
受
け
た
が
、
翌
年
の

都
市
計
画
変
更
に
よ
り
竣
工
時

に
は
既
存
不
適
格
建
築
物
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
都
市
計
画
変

更
の
結
果
、
容
積
率
約
600
％
の

建
物
が
建
っ
て
い
る
敷
地
に
、

今
後
は
200
％
の
建
物
し
か
建
て

ら
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
こ
の

建
物
を
建
て
替
え
た
場
合
、
３

分
の
１
以
上
の
居
住
者
は
、
補

償
も
無
く
転
居
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
上
、
こ
の
建
物
は
特

定
緊
急
輸
送
道
路
沿
道
建
築
物

と
し
て
耐
震
化
を
求
め
ら
れ
て

い
る
が
、
補
助
金
を
取
得
で
き

な
い
状
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
ら
の
毀
損
さ
れ
た
市
民
の

権
利
を
治
癒
す
る
た
め
に
、
用

途
地
域
の
変
更
や
容
積
率
の
緩

和
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

部
長　

ア
来
年
度
の
公
共
施

設
等
総
合
管
理
計
画
の
改
定
と

併
せ
て
検
討
を
進
め
る
。

市
長　

イ
特
定
緊
急
輸
送
道

路
沿
道
建
築
物
で
あ
る
こ
と
や
、

経
過
に
つ
い
て
は
認
識
し
て
い

る
。
議
員
か
ら
の
見
解
は
意
見

と
し
て
受
け
止
め
た
い
。

遠
藤
百
合
子

（
自
民
党
・
信
頼
）

子
ど
も
の
安
全
・
安
心
の
確

保
は
家
族
に
と
っ
て
最
大
の
関

心
事
で
、
社
会
全
体
で
取
り
組

む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ア
子

ど
も
を
見
守
る
家
（
カ
ン
ガ
ル

ー
の
ポ
ケ
ッ
ト
）
の
今
後
に
つ

い
て
は
。
イ
下
校
時
の
見
守
り

体
制
は
。
ウ
防
災
行
政
無
線
で

の
ふ
れ
あ
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
活

用
に
つ
い
て
の
考
え
は
。
エ
安

心
・
安
全
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

の
現
状
は
。
オ
安
全
・
安
心
メ

ー
ル
配
信
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と

今
後
の
取
組
は
。
カ
わ
ん
わ
ん

パ
ト
ロ
ー
ル
の
現
状
の
動
向
は
。

キ
民
間
事
業
者
と
の
連
携
は
。

部
長　

ア
カ
ン
ガ
ル
ー
の
ポ

ケ
ッ
ト
は
、
新
し
い
デ
ザ
イ
ン

の
プ
レ
ー
ト
に
な
り
、
令
和
３

板
倉
真
也

（
日
本
共
産
党
）

❶
ア
医
療
機
関
の
収
益
大
幅

減
へ
の
支
援
金
支
給
は
必
要
と

の
認
識
に
立
っ
て
い
る
か
。
イ

緊
急
対
応
方
針
（
第
４
弾
）
に

医
療
事
業
所
へ
の
支
援
金
支
給

が
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
な

ぜ
か
。
ウ
来
年
度
を
待
た
ず
に

補
正
予
算
を
組
む
べ
き
で
あ
る
。

部
長　

ア
必
要
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
イ
数
百
名
の
医
療

従
事
者
が
働
く
病
院
も
あ
れ
ば
、

数
名
で
開
設
し
て
い
る
診
療
所

も
あ
り
、
ま
た
、
歯
科
医
院
や

薬
局
も
、
医
療
を
提
供
す
る
上

で
不
可
欠
で
あ
る
。
医
療
に
限

ら
ず
、
市
内
で
事
業
を
営
む
方

全
て
に
行
き
渡
る
施
策
を
今
後

展
開
し
て
い
く
こ
と
を
検
討
す

べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
医
療
に
特
化
し
て
重
点
的

に
支
援
を
行
う
こ
と
を
明
記
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
判
断
が
難

し
い
。
ウ
様
々
な
点
を
勘
案
し

た
上
で
、
今
後
判
断
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

❷
道
路
の
補
修
工
事
に
必
要

な
予
算
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。

部
長　

今
後
も
補
修
を
要
す

る
道
路
は
増
加
し
て
い
く
も
の

と
考
え
て
い
る
。
部
分
補
修
も
、

路
線
と
し
て
の
補
修
工
事
も
、

し
っ
か
り
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

市
長　

安
全
性
の
確
保
も
重

要
な
の
で
、
そ
う
い
っ
た
点
も

念
頭
に
入
れ
、
今
後
も
引
き
続

き
、
市
内
の
道
路
が
安
全
に
、

ま
た
、
快
適
に
ご
利
用
い
た
だ

け
る
よ
う
、
精
一
杯
努
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

年
４
月
以
降
順
次
切
り
替
わ
る
。

イ
今
後
も
警
察
や
関
係
機
関
と

連
携
す
る
。
ウ
災
害
に
備
え
て

の
機
器
点
検
、
子
ど
も
の
見
守

り
活
動
と
し
て
協
力
を
お
願
い

し
て
い
る
。
エ
今
年
度
は
、
防

犯
指
針
の
軽
微
な
変
更
を
行
っ

て
い
る
。
オ
登
録
件
数
は
１
万

２
千
197
件
で
あ
り
、
引
き
続
き
、

広
く
情
報
提
供
に
努
め
た
い
。

カ
防
災
活
動
に
協
力
し
て
い
る

本
町
小
学
校
と
第
二
小
学
校
の

団
体
が
東
京
都
都
民
安
全
推
進

本
部
長
賞
の
感
謝
状
を
受
賞
し

た
。
今
後
も
警
察
と
連
携
し
て

い
く
。
キ
今
後
も
様
々
な
事
業

者
と
連
携
し
、
継
続
し
た
い
。

■
そ
の
他
、
は
け
の
森
美
術
館

で
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

の
開
催
、
こ
ど
も
宅
食
事
業
等

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

白
井　

亨

（
こ
が
お
も
）

❶
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
公
園
と

は
、
障
が
い
の
あ
る
子
も
な
い

子
も
一
緒
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き

る
公
園
で
あ
る
。
ア
小
金
井
市

に
こ
の
よ
う
な
公
園
は
あ
る
か
。

イ
小
金
井
市
で
も
整
備
を
検
討

し
て
は
ど
う
か
。
ウ
都
立
小
金

井
公
園
で
も
整
備
す
る
よ
う
東

京
都
に
要
望
し
な
い
か
。

部
長　

ア
市
立
公
園
に
は
、

そ
の
よ
う
な
公
園
は
な
い
。
イ

新
た
な
緑
の
基
本
計
画
で
は
、

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
遊
具
導
入
の

検
討
を
掲
げ
て
い
る
。
前
向
き

に
検
討
し
た
い
。
ウ
東
京
都
の

担
当
に
伝
え
た
い
。

❷
保
育
の
質
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
議
論
が
終
盤
に
来
て
い
る
。

ア
全
民
間
保
育
施
設
へ
の
説
明

を
。
イ
保
護
者
へ
の
周
知
は
。

ウ
世
田
谷
区
を
参
考
に
、
保
護

者
向
け
に
分
か
り
や
す
く
解
説

す
る
冊
子
を
作
成
し
な
い
か
。

エ
策
定
後
の
活
用
方
法
を
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
明
記
し
な
い
か
。

課
長　

ア
何
ら
か
の
形
で
努

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

部
長　

イ
意
見
と
し
て
考
え

る
。
ウ
研
究
し
た
い
。
エ
委
員

会
の
議
論
の
結
果
を
見
た
い
。

安
心
し
て
産
み
育
て
ら
れ
る

子
育
て
支
援
の
拡
充
を

防
犯
カ
メ
ラ
の

更
な
る
普
及
を

新
庁
舎
建
設
後
の

市
有
地
の
活
用
に
つ
い
て

は
け
と
野
川
を
壊
す

道
路
は
い
ら
な
い

地
元
・
東
小
金
井
駅
北
口
の

区
画
整
理
事
業
を
問
う

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
か
ら

生
命
を
守
る
体
制
を

子
ど
も
た
ち
、み
ん
な
で

見
守
り
地
域
の
中
で

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
公
園
／

保
育
の
質
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

国内初のインクルーシブ公園、
世田谷区砧公園を視察

小
金
井
薄
紅
桜
の
写
真

はけ付近にオオタカの幼鳥
（2020年9月　東町Mさん撮影）
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片
山　

薫

（
市
民
カ
エ
ル
）

❶
ア
福
祉
総
合
相
談
窓
口
の

新
規
相
談
は
、
10
月
は
73
人
と

な
っ
て
い
る
。
ひ
き
こ
も
り
相

談
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
支
援
が
あ
る
の
か
。
イ

八
王
子
市
の
家
賃
補
助
制
度
な

ど
を
参
考
に
低
廉
な
家
賃
の
住

宅
確
保
策
の
提
案
を
。
ウ
ア
ウ

ト
リ
ー
チ
型
の
「
出
掛
け
る
福

祉
」
の
実
践
の
た
め
、
人
員
配

置
の
充
実
を
。
エ
年
末
年
始
の

居
所
や
困
窮
者
の
相
談
体
制
は
。

部
長　

ア
相
談
件
数
は
10
月

か
ら
の
２
か
月
で
９
件
で
あ
り
、

現
在
、
個
別
に
対
応
し
て
い
る
。

イ
居
住
支
援
協
議
会
や
庁
内
と

の
連
携
に
努
め
た
い
。
ウ
社
会

福
祉
協
議
会
と
協
議
し
、
適
切

に
対
応
し
た
い
。
エ
例
年
、
施

湯
沢
綾
子

（
自
民
党
・
信
頼
）

ア
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
親
子
で

の
在
宅
時
間
が
長
く
な
っ
た
こ

と
で
、
児
童
虐
待
の
増
加
・
深

刻
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
が
、

市
へ
の
相
談
状
況
な
ど
か
ら
読

み
取
れ
る
傾
向
は
あ
る
か
。
イ

市
の
虐
待
予
防
の
要
と
な
る
個

別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
の
開
催
状

況
は
ど
う
か
。
ま
た
、
学
校
や

保
育
所
の
出
欠
状
況
等
が
要
保

護
児
童
の
状
況
を
確
認
す
る
上

で
重
要
な
情
報
と
な
る
が
、
長

く
休
校
が
続
い
た
こ
と
で
問
題

は
生
じ
な
か
っ
た
か
。
ウ
乳
幼

児
健
診
の
未
受
診
者
は
虐
待
の

リ
ス
ク
が
高
い
と
言
わ
れ
て
お

り
、
所
在
や
状
況
の
把
握
が
重

要
と
な
る
。
集
団
健
診
の
中
止

で
未
受
診
者
や
所
在
確
認
が
で

水
上
洋
志

（
日
本
共
産
党
）

❶
国
民
健
康
保
険
税
の
減
税

を
求
め
る
。
ア
来
年
度
の
増
税

を
行
わ
な
い
理
由
は
何
か
。
イ

財
政
健
全
化
計
画
で
は
、
そ
の

他
繰
入
金
を
毎
年
の
国
民
健
康

保
険
税
の
増
税
な
ど
に
よ
り
、

予
算
ベ
ー
ス
で
毎
年
５
千
万
円

ず
つ
削
減
し
、
６
年
で
３
億
円

を
削
減
す
る
と
し
て
い
る
。
２

０
１
８
年
度
の
決
算
額
で
は
、

３
億
４
千
万
円
削
減
さ
れ
て
お

り
、
既
に
６
年
間
の
目
標
を
達

成
し
て
い
る
。
計
画
と
の
整
合

性
が
と
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。
ウ
毎
年
増
税
す
る
形
と

な
っ
て
い
る
財
政
健
全
化
計
画

を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

部
長　

ア
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
の
中
、
財
政
状
況

き
な
い
ケ
ー
ス
が
増
え
る
等
の

影
響
は
出
て
い
な
い
か
。

部
長　

ア
児
童
虐
待
を
含
む

養
護
相
談
の
件
数
は
前
年
か
ら

４
割
程
度
増
加
し
て
い
る
が
、

児
童
虐
待
と
い
う
よ
り
は
、
生

活
が
変
化
す
る
中
で
養
育
や
子

育
て
に
困
難
を
抱
え
る
家
庭
が

増
え
て
い
る
も
の
と
捉
え
て
い

る
。
イ
ケ
ー
ス
検
討
会
議
は
前

年
の
６
割
程
度
の
開
催
と
な
っ

た
。
臨
時
休
校
中
は
定
期
的
な

情
報
収
集
が
難
し
か
っ
た
が
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の

職
員
が
訪
問
す
る
な
ど
、
可
能

な
限
り
確
認
に
努
め
た
。
ウ
個

別
健
診
と
し
た
こ
と
で
市
に
情

報
が
届
く
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ

は
あ
る
も
の
の
、
状
況
が
把
握

で
き
な
い
未
受
診
者
が
例
年
よ

り
多
い
と
い
う
状
況
で
は
な
い
。

設
管
理
室
に
情
報
提
供
し
て
お

り
、
緊
急
対
応
が
必
要
な
場
合

は
管
理
職
等
に
連
絡
し
て
い
る
。

❷
ア
住
宅
確
保
要
配
慮
者
へ

の
支
援
に
つ
い
て
、
住
宅
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
へ
の
入
れ
込
み
は
。

イ
民
間
賃
貸
住
宅
の
借
上
げ
な

ど
、
低
廉
家
賃
住
宅
の
確
保
を
。

部
長　

ア
基
本
的
な
検
討
事

項
と
す
る
予
定
で
あ
る
。
イ
で

き
る
対
応
を
検
討
し
た
い
。

❸
ア
市
役
所
に
お
い
て
も
、

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
を
。

イ
脱
原
発
の
実
現
に
つ
い
て
、

市
長
の
見
解
を
伺
う
。

部
長　

ア
本
庁
舎
・
西
庁
舎

の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
100
％

導
入
に
向
け
て
検
討
す
る
。

市
長　

イ
私
と
し
て
は
、
脱

原
発
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て

い
く
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

や
被
保
険
者
の
負
担
を
総
合
的

に
判
断
し
た
。
イ
必
要
な
額
の

み
繰
り
入
れ
て
、
不
用
額
は
一

般
会
計
に
繰
り
戻
す
方
針
で
あ

る
。
ウ
法
定
外
繰
入
金
の
増
額

は
一
般
会
計
に
負
担
を
か
け
る
。

財
政
健
全
化
計
画
は
、
見
直
し

も
頭
に
入
れ
て
対
応
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

❷
Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ
バ
ス
の
運
行
サ

ー
ビ
ス
向
上
を
求
め
る
陳
情
が

採
択
さ
れ
た
。
北
東
部
循
環
は
、

現
行
ル
ー
ト
を
基
本
と
し
、
尊

重
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

部
長　

現
状
と
し
て
は
、
意

見
と
し
て
受
け
止
め
た
い
。

■
そ
の
他
、
新
庁
舎
等
の
建
設

に
つ
い
て
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
が

必
要
で
あ
り
、
市
民
案
と
現
在

の
案
を
比
較
考
慮
す
べ
き
で
あ

る
と
提
案
し
ま
し
た
。

た
ゆ
久
貴

（
日
本
共
産
党
）

❶
市
内
の
小
・
中
学
校
の
ト

イ
レ
の
洋
式
化
率
は
38
・
４
％

で
あ
り
、
東
京
都
内
で
一
番
低

い
。
東
京
都
の
平
均
は
71
％
で

あ
り
、
そ
の
半
分
程
度
で
あ
る
。

和
式
ト
イ
レ
の
使
い
方
が
分
か

ら
ず
、
学
校
で
ト
イ
レ
を
我
慢

す
る
生
徒
も
お
り
、
衛
生
面
だ

け
で
な
く
健
康
面
に
も
影
響
が

出
て
い
る
。
学
校
は
、
災
害
時

に
は
避
難
所
に
も
な
る
こ
と
か

ら
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
も
使

え
る
ト
イ
レ
が
必
要
で
あ
る
。

令
和
６
年
度
末
ま
で
に
50
％
を

目
指
す
と
い
う
今
の
方
針
で
は

遅
す
ぎ
る
。
早
急
に
ト
イ
レ
の

改
修
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

部
長　

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を

図
り
、
多
摩
26
市
、
東
京
都
平

均
に
近
づ
く
計
画
を
定
め
る
必

要
が
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

検
討
し
た
い
。

❷
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

第
３
波
を
直
視
し
、
検
査
・
保

護
・
追
跡
の
抜
本
的
強
化
が
必

要
で
あ
り
、
感
染
拡
大
か
ら
市

民
生
活
を
守
る
取
組
を
求
め
る
。

ア
Ｐ
Ｃ
Ｒ
の
社
会
的
検
査
に
つ

い
て
、
市
が
実
施
を
決
め
た
介

護
と
障
が
い
者
施
設
だ
け
で
な

く
、
医
療
機
関
や
学
校
、
保
育

園
等
の
場
所
で
も
行
い
、
ま
た

一
度
き
り
で
は
な
く
定
期
的
に

行
う
べ
き
。
イ
市
内
の
医
療
機

関
が
独
自
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実

施
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

財
政
支
援
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

部
長　

ア
で
き
る
限
り
の
対

応
を
し
て
い
き
た
い
。
イ
必
要

性
は
認
識
し
て
い
る
。

田
頭
祐
子

（
生
活
者
ネ
ッ
ト
）

❶
国
分
寺
市
本
多
図
書
館
な

ど
、
他
市
の
図
書
館
で
託
児
サ

ー
ビ
ス
が
始
ま
っ
て
い
る
。
子

育
て
の
最
中
に
、
月
に
１
時
間

だ
け
で
も
子
ど
も
と
離
れ
、
自

分
の
た
め
に
時
間
を
使
う
こ
と

で
、
親
が
元
気
を
取
り
戻
せ
る

な
ら
、
子
ど
も
に
も
良
い
効
果

を
生
む
。
ぜ
ひ
小
金
井
市
で
も

始
め
て
ほ
し
い
。
事
例
や
ニ
ー

ズ
の
調
査
は
行
っ
て
い
る
か
。

部
長　

昭
島
市
、
青
梅
市
、

国
分
寺
市
で
始
ま
っ
た
と
聞
い

て
い
る
。
ニ
ー
ズ
調
査
は
し
っ

か
り
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

❷
ユ
ニ
セ
フ
で
は
、
子
ど
も

に
や
さ
し
い
ま
ち
と
は
、
子
ど

も
の
意
見
表
明
権
が
保
障
さ
れ
、

子
ど
も
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参

渡
辺
大
三

（
情
報
公
開
）

❶
市
民
団
体
「
庁
舎
と
福
祉

会
館
の
建
設
を
考
え
る
会
」
が 

専
門
家
と
取
り
ま
と
め
た
対
案

（
市
民
案
）
を
採
用
し
て
建
設

費
の
大
幅
な
削
減
、
陽
当
た
り

の
良
い
３
千
㎡
の
広
場
空
間
の

確
保
、
新
庁
舎
と
同
等
の
免
震

構
造
を
（
仮
称
）
新
福
祉
会
館

に
も
採
用
、
の
３
点
を
実
現
し

た
ら
ど
う
か
。
地
方
自
治
体
の

財
政
運
営
の
大
原
則
は
、
最
少

の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ

る
こ
と
に
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

っ
て
市
の
財
政
は
崖
っ
縁
で
あ

り
、
緊
急
に
市
長
と
全
議
員
に

よ
る
円
卓
会
議
を
開
催
し
、
大

幅
な
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
基
調
と

し
た
新
庁
舎
建
設
方
針
の
確
立

を
図
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
。

市
長　

大
幅
な
条
件
の
変
更

は
で
き
な
い
。
基
礎
的
与
条
件
、

設
計
条
件
と
し
て
示
し
た
も
の

を
見
直
す
と
い
う
こ
と
ま
で
は

考
え
ら
れ
な
い
。
円
卓
会
議
に

つ
い
て
の
提
案
は
、
本
日
は
意

見
と
し
て
受
け
止
め
た
い
。

❷
類
似
団
体
で
最
も
少
な
い 

職
員
数
で
運
営
さ
れ
て
い
る
東

久
留
米
市
は
、
非
常
に
参
考
に

な
る
。
類
似
団
体
最
少
数
の
職

員
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
言
う

の
は
た
や
す
い
が
、
相
当
力
を

入
れ
な
い
と
数
字
の
差
は
縮
ま

ら
な
い
。
市
長
の
考
え
を
問
う
。

市
長　

直
ち
に
東
久
留
米
市

以
下
の
職
員
数
で
自
治
体
経
営

を
行
え
る
か
と
言
え
ば
大
変
難

し
い
が
、
取
組
は
学
ぶ
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

加
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
指
し

て
い
る
。
ア
策
定
中
の
子
ど
も

オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
制
度
に
は
、

子
ど
も
の
声
は
反
映
さ
れ
る
の

か
。
イ
子
ど
も
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー

ソ
ン
の
対
象
年
齢
は
18
歳
ま
で

で
あ
り
、
若
者
の
相
談
に
は
ど

う
対
応
す
る
の
か
。
担
当
課
の

設
置
が
必
要
と
考
え
る
が
、
こ

の
観
点
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

部
長　

ア
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
も
あ
り
、
意
見
聴

取
等
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

イ
子
ど
も
の
権
利
条
例
で
は
対

象
が
18
歳
ま
で
だ
が
、
権
利
部

会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
判
断
す

る
。
担
当
課
に
つ
い
て
は
、
検

討
課
題
と
認
識
し
て
い
る
。

■
そ
の
他
、
緑
地
・
農
地
等
の

保
全
と
活
用
に
よ
る
更
な
る
市

民
協
働
を
要
望
し
ま
し
た
。

渡
辺
ふ
き
子

（
公
明
党
）

❶
ア
小
金
井
街
道
に
接
続
す

る
道
路
等
、
危
険
な
道
路
の
安

全
対
策
を
。
イ
東
八
道
路
南
側

地
域
の
バ
ス
路
線
の
整
備
や
、

都
道
沿
い
や
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー

の
バ
ス
停
に
ベ
ン
チ
や
屋
根
の

整
備
が
で
き
な
い
か
。

部
長　

ア
七
軒
家
通
り
か
ら

小
金
井
街
道
に
出
る
交
差
点
に

つ
い
て
の
安
全
対
策
と
し
て
、

横
断
中
の
歩
行
者
と
の
事
故
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
、
現
在
の
停

止
線
の
位
置
と
な
っ
て
い
る
。

注
意
喚
起
看
板
に
つ
い
て
は
、

設
置
の
要
望
が
多
く
、
早
期
に

対
応
し
た
い
。
イ
バ
ス
路
線
の

運
行
の
見
直
し
は
、
利
用
状
況

や
採
算
性
、
課
題
と
な
っ
て
い

る
運
転
士
不
足
等
で
対
応
は
難

し
い
が
、
要
望
は
伝
え
た
い
。

屋
根
・
ベ
ン
チ
の
設
置
は
優
先

度
を
含
め
設
置
の
可
否
を
検
討

し
て
い
る
。
武
蔵
小
金
井
駅
南

口
ロ
ー
タ
リ
ー
の
Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ
バ

ス
の
バ
ス
停
の
ベ
ン
チ
は
、
現

状
で
は
難
し
い
。
東
小
金
井
駅

北
口
の
バ
ス
停
の
ベ
ン
チ
は
令

和
６
年
度
に
設
置
予
定
で
あ
る
。

❷
宅
地
開
発
や
住
宅
新
築
の

際
に
環
境
へ
の
配
慮
を
。
ア
電

柱
の
敷
地
内
設
置
を
。
イ
敷
地

内
の
緑
化
推
進
を
。
ウ
雨
水
を

地
面
に
浸
み
込
ま
せ
る
工
夫
を
。

部
長　

ア
開
発
区
域
内
の
電

柱
は
宅
地
内
へ
の
設
置
を
指
導

し
て
い
る
。
イ
緑
化
指
導
の
適

用
面
積
の
引
き
下
げ
を
検
討
す

る
。
ウ
市
道
の
集
水
ま
す
の
横

に
、
雨
水
浸
透
ま
す
を
設
置
す

る
事
業
を
推
進
す
る
。

厚生文教委員会
開催日時：１月８日（金）午後１時
審査案件：計16件

議会運営委員会
開催日時：１月19日（火）午後２時
審査案件：計７件

建設環境委員会
審査案件：計13件

総務企画委員会
審査案件：計11件

庁舎及び福祉会館建設等
調査特別委員会
審査案件：計２件

行財政改革推進調査特別委員会
審査案件：計２件

引き続き審査する案件

※�ＱＲコードをスマートフォン等で読み取ると、市議会
ホームページで一覧表をご覧いただくことができます。

※紙面の都合により、審査案件の掲載は省略しています。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
児
童
虐
待

防
止
に
つ
い
て

出
掛
け
る
福
祉
と
居
住
支
援

／
市
役
所
か
ら
脱
原
発

学
校
ト
イ
レ
の
洋
式
化
を
／

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
拡
充
を

国
民
健
康
保
険
税
の

減
税
を
求
め
る

庁
舎
建
設
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
へ

円
卓
会
議
の
開
催
を

子
育
て
中
で
も
図
書
館
で

本
が
読
み
た
い

安
全
で
暮
ら
し
や
す
い

ま
ち
づ
く
り
を

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
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小金井市はGPN会員として
印刷のグリーン購入に取り組んでいます
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特集１

特集２ 坂下地域初　前原町西之台会館が3か所目の期日前投票所に

小金井市議会に対する市民の意識調査（アンケート）を実施しました

3か所目の期日前投票所となる前原町西之台会館

※このページの原稿は議員が作成しております

地域の課題解決 368件

住民意見の把握 284件

行政のチェック 184件

市民への説明 138件

定数・報酬の見直し 93件

政策立案 90件

清廉潔白 85件

住民意見の調整 77件

広報の充実・情報発信 52件

リーダーシップ 40件

3月21日に執行される小金井市議会議員選挙から、前原町西之台会館も期日前投票所として利用できるようになりました。
坂下地域に期日前投票所を設置することを求める陳情書を市議会が全会一致で採択し、実現したものです。

　投票日に理由があって投票所へ行くことができない場合でも、選挙の告示日の
翌日から投票日の前日までの間に、期日前投票所で投票できるのが期日前投票制
度です。

施設名 所在地 実施日時

市役所第二庁舎
6階601会議室 前原町三丁目41番15号 3/15（月）～3/20（土）

8：30～20：00

東小金井駅開設記念会館
（マロンホール） 東町三丁目7番21号 3/18（木）と3/19（金）

9：00～20：00

前原町西之台会館 前原町三丁目8番1号 3/16（火）と3/17（水）
9：00～20：00

期日前投票所の一覧
3月21日は
市議会議員選挙！
投票に行こう！！

ご協力を頂きありがとうございました。
今回は、28の問いの中から、幾つか結果をご報告させていただきます。詳しい結果につきましては、後日ホームページに掲載
いたします。

実施概要 実施の目的

調査対象：�令和2年8月1日現在18歳以上の市民2,000人
抽出方法：住民基本台帳からの無作為抽出
調査方法：郵送配布・郵送回収
実施時期：令和2年9月上旬から9月下旬まで
回 収 数：545通（回収率27.3%）

　市議会の活動が市民の方々にどのように伝わり、市民生活
のお役に立てているのかなど、ご意見を伺い、今後の改善の
検討材料として、意見聴取を実施させていただいたものです。

問26�　あなたは、市議会の役割として、何を
期待しますか？（3つまで）TOP10

問25�　あなたは、今の市議会をどのように
評価しますか？（1つだけ）

問5　問4で「関心がない」を選択した方へうかがいます。理由は何ですか（複数回答可）問4　あなたは、市議会に関心がありますか（1つだけ）

問27�　あなたは、市議会の改革が必要だと思
いますか？（1つだけ）

関心がある関心がない

無回答

52.1％47.2％

0.7％

何をしているか
わからないから

39.7％

忙しくて考える余裕がないから

知っている議員がいないから

市政に関心がないから

生活にあまり関係がないから

その他（自由記述）

19.0％

16.7％

9.6％

9.1％

5.9％

高く評価する

ある程度
評価する

あまり
評価しない

まったく評価しない

その他
（自由記述）

無回答
3.3％

1.3％

わからない

45.3％

5.7％

19.8％

23.8％

0.7％

必要である

24.7％

ある程度
必要である

40.6％
必要ではない 2.2％

わからない
32.5％

※円グラフの構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。
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平成28年（2016年）8 月に制定した小金井市議会基本条例（以下「条例」という。）は、
小金井市議会（以下「議会」という。）の基本理念、議会に関する基本的事項を定めること
により、議会が市民の負託に応え、もって市民福祉の増進及び市政の発展に寄与することを
目的とする条例で、前文と 8章25条の本則及び付則で構成される議会の最高規範です。
第24条の逐条解説には、「この条例が、目的を達成しているか否かを議会運営委員会で検
証することとし、検証する時期については、定期的に行う検証と事態の変化に応じて必要に
応じた検証を行うこと」が定められており、平成29年（2017年）3 月の議会改選後の任期に
おいて検証を行うものです。
条例に規定された各条文を検証し、議会自らが行う活動が条文の目的を達成しているのか
議論を重ね、その検証結果がまとまりましたので、ご報告いたします。

検証方法については、条項毎に条文、逐条解説、運用、その他について、各会派の意見を出し合い、全会一致で検討が必要とされた11の
指摘事項について、議論を行うこととしました。
１　スケジュールについて
協議は令和 2年第 3回定例会までとすることを確認しました。

２　検証内容について
議会運営委員会において、各会派から提案された「議会基本条例で検証すべき項目」は、全44項目ありました。そのうち、反対のな
かった11項目について、優先的に協議していくことを確認しました。
３　議会基本条例検証等の協議報告書の作成について
協議の経過が把握できるよう提案会派が議会改革の協議報告書に準じて協議内容を作成することとしました。

４　協議する検証項目について
No. 分類 章 条 課題／評価 改善案

1 条 例 第 2 章
議会及び議員の活動原則

第 3 条
（議会の活動原
則）

多様な立場の市民の声を反映するため、子育て、介護
中も働きやすい環境整備等が必要である。
　

条文を追加。案として、「⑹　議会は、議会活動と育
児・介護等が両立できる環境整備に努め、多様な立場
の市民の声が反映されるようにしなければならない。」

2 条 例 第 3 章
市民と議会の関係

第 8 条
（市民に開かれ
た議会）

答弁調整等で休憩に入ると、傍聴者やYouTube視聴者
は、休憩の理由や再開時刻が分からず、いつ再開するか
も読めないため、傍聴を続ける意欲の低下につながる。

条文を追加。案として、「 3 　市議会は、会議を休憩す
る場合には、その理由及び再開時刻を傍聴者等に説
明するよう努めるものとする。」

3 逐 条 第 3 章
市民と議会の関係

第11条
（広報活動及び
広聴活動）

広報及び広聴活動について、一定の改善はあったが充
実には至っていない。
　

広報協議会での議論を前進させたい。
　
　

4 逐 条 第 4 章
市長と議会の関係

第14条
（市長報告）

この間、市長報告と全員協議会の棲み分けが曖昧にな
ってきている。

もう一度、使い分けについて整理する。

5 逐 条 第 4 章
市長と議会の関係

第15条
（全員協議会）

この間、市長報告と全員協議会の棲み分けが曖昧にな
ってきている。

もう一度、使い分けについて整理する。

6 逐 条 第 4 章
市長と議会の関係

第18条
（政務活動費）

「領収書及び支払証明書」のホームページ公開が始ま
った事を反映する。

逐条解説③を見直す。
　

7 運 用 第 2 章
議会及び議員の活動原則

第 6 条
（災害時の対応）

「災害時対応マニュアル」を具体化していく必要があ
るのではないか。

委員会視察先候補である「議会BCP」を参考にして
はどうか。

8 運 用 第 2 章　
議会及び議員の活動原則

第 6 条
（災害時の対応）

「小金井市議会災害時対応マニュアル」の検証を行う。見直しを行う。

9 運 用 第 3 章
市民と議会の関係

第11条
（広報活動及び
広聴活動）

逐条解説で「広聴活動については、議会運営委員会等
で引き続き協議」とある。

 
 
 
 
 

個別に「議会改革」として提案・協議はしている
が、議会として「広聴のあり方」は体系立てて話合
っていないと思われる。ここの逐条解説で書いてあ
ることをどのように解釈すればよいか確認したい。

（こちらの意図は、小金井市議会としての「広聴のあ
り方」について条文に沿って改めて整理して協議し
て欲しいと思っています）※条例策定時は時間切れ
で議論が不充分だったように思う。

10 その他 前文

この前文で規定した議会の役割、責務などについて
は、今後も重要性が増すと考えられる。現状の規定で
更なる研鑽を行っていきたい。全体として大きな問題
は生じていないが、議会報告会は改善点が見えてきた。

11 その他 第 2 章
議会及び議員の活動原則

議長の中立性の保持

市議会
だより
令和3年
（２０２1年）
２月19日発行議会基本条例特集号

こがねい

発行：小金井市議会　　編集：広報協議会 小金井市議会ホームページアドレス
〒184-8504　小金井市本町六丁目 6 番 3 号　　　TEL（042）387－9947（直通）　　　FAX（042）387－1225 https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/gikaijimukyoku/ 



提案
NO. 課題や取組など 主な議論の内容と結論（改正点） 改正

有無

６

【提案会派意見】
「領収書及び支払証明書」のホームペ
ージ公開が始まったことを反映する。

【提案会派改善案】
逐条解説③を見直す。

【議論の結論】
逐条解説を以下の通り修正すること
とした。
「③ ３段落目
また、領収書及び支払証明書につい
ても、平成３０年 ６ 月から市のホーム
ページで公開しています。
④会派は、政務活動費に係る収入・
支出報告書、支出調書、領収書及び支
払証明書について、説明責任を果た
さなければならないことを定めてい
ます。」

有

提案
NO. 課題や取組など 主な議論の内容と結論（改正点） 改正

有無

３

９

【提案会派意見①】
広報及び広聴活動について、一定の
改善はあったが充実には至っていない。

【提案会派意見②】
逐条解説で「広聴活動については、議
会運営委員会等で引き続き協議」と
ある。

【提案会派改善案①】
広報協議会での議論を前進させたい。

【提案会派改善案②】
個別に「議会改革」として提案・協議
はしているが、議会として「広聴の
あり方」は体系立てて話合っていな
いと思われる。ここの逐条解説で書
いてあることをどのように解釈すれ
ばよいか確認したい。（こちらの意図
は、小金井市議会としての「広聴のあ
り方」について条文に沿って改めて
整理して協議して欲しいと思ってい
ます）※条例策定時は時間切れで議
論が不充分だったように思う。

【議論の結論】
評価としての提案であるため、条文の
評価を議題とした際に議論すること
としたが、協議を行っていく中で、検
証結果をまとめていく議論において、
評価は出しにくいという結論に至っ
たため、本件については、広報協議会
で協議し、今任期においては論点整理
を行い、次期に申し送ることとした。

無

（議会報告会） 
第 １２条  議会は、市民への説明責任を果たすため、議会報告会を年 １ 回以上開催

するものとする。
２ 　議会報告会に関し、必要な事項は、別に定めるものとする。

第 ４章　市長と議会の関係
（市長と議会の関係）
第 １３条　議会は、二元代表制の下、市長と相互に独立かつ対等で緊張感ある関係

を保持するものとする。
２  　議会は、市長の事務執行が適正かつ公正及び効率的に行われているかについ

て、監視し、及び評価するものとし、必要と認める場合には、政策立案及び政
策提言を通して市長に適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

３  　議会は、議案等の審議に当たって、市長に資料の提出又は情報の提供を求め
ることができる。

４  　議会は、市長が提案する重要な計画、政策、施策等について、その形成過程
の説明を求めることができる。 

５  　議員は、議案等の審議に当たっては、適切に論点を整理し、質疑するものと
する。この場合において、質疑の論点又は趣旨を確認するため、市長が発言を
求めた場合には、議会は、その発言を認めるものとする。

（市長報告）
第 １４条　議会は、市政の重要事項について、市長の報告を求めることができる。
提案
NO. 課題や取組など 主な議論の内容と結論（改正点） 改正

有無

４

５

【提案会派意見】
この間、市長報告と全員協議会の棲
み分けが曖昧になってきている。

【提案会派改善案】
もう一度、使い分けについて整理する。

【議論の結論】
議長から、この間の市長報告と全員
協議会の開催事例に対して運用の認
識、整理の仕方等の発言があり、現行
の逐条解説の内容のとおり運用がで
きていることが確認できた。

無

（全員協議会）
第 １５条　全員協議会は、議会の運営及び都市計画その他重要政策に関する研究及

び協議を行う場合に、議長が招集し、開催するものとする。

（議会の議決事項）
第 １６条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第 ２ 項に

規定する議会の議決事項については、議会が、市政における重要な計画等の決
定に参画する観点と、市長の政策執行上の必要性を比較考量の上、次に定める
ものとする。
⑴　長期総合計画基本構想の策定、変更及び改廃に関すること。
⑵　その他別に条例で定めるもの

第 ５章　政策立案に関する調査及び研修

２  　議会は、前項に規定する機能の強化を図るため、次に掲げる制度を活用する
ことができる。
⑴　法第１００条の ２ の規定に基づき、学識経験を有する者等に調査をさせること。
⑵　政策立案のために、政策検討会を設置すること。
⑶　必要な調査及び視察を実施すること。
⑷ 　各分野の専門的な知識を高めるために、学識経験を有する者等による議会

研修会を実施すること。

（政務活動費）
第 １８条　会派は、市政に係る調査研究その他の活動に資するため、政務活動費の

交付を受けることができる。
２  　政務活動費の交付に関し必要な事項については、小金井市議会政務活動費の

交付に関する条例（平成１３年条例第１８号）に定めるところによるものとし、使
途基準については、議会の役割及び活動状況を踏まえるものとする。

３  　議会は、政務活動費の使途及び結果について、公開するものとする。
４  　会派は、政務活動費の使途及び結果について、説明責任を果たさなければな

らない。

（議会事務局）
第 １９条　議会は、議長の統理する事務を遂行するため、法第１３８条第 ２ 項の規定に

より、議会事務局を設置する。
２  　議会事務局は、前項によるもののほか、議会の政策立案、政策提言、調査活

動等を補佐する役割を担うため、体制を充実強化するものとする。
３ 　議長は、法第１３８条第 ５ 項の規定により、議会事務局の職員を任免する。

（議会図書室）
第 ２０条　議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管

理し、その充実に努めるものとする。
２  　議会は、議会図書室の活用に当たっては、市が設置する情報公開コーナー等

に対し、協力を求めるものとする。

第 ７章　条例に関する研修及び検証

第 ６章　議員の定数及び報酬
（議員定数）
第 ２１条　議員定数は、この条例に規定した議会としての機能を果たすのにふさわ

しいものとすることを基本とし、小金井市議会議員定数条例（昭和２６年条例第
１４号）により定めるものとする。

２  　議員定数の改正に当たっては、市政の現状及び課題を十分に考慮し、市民の
意見を聴取した上で定めるものとする。

（議員報酬）
第 ２２条　議員報酬は、市民の負託に応える議員活動への対価であることを基本と

し、小金井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条
例第２１号）に定めるものとする。

２  　議会は、議員報酬の額の改正に当たっては、小金井市特別職報酬等審議会条
例（昭和３９年条例第２６号）第 ２ 条に規定する審議会の意見を反映するほか、市
政の現状及び課題を考慮するものとする。

（条例に関する研修）
第 ２３条　議会は、この条例の理念を議員間で共有するために、一般選挙を経た任

期開始後、速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

（条例の検証等）
第 ２４条　議会は、この条例の目的が達成されているか否かを、議会運営委員会に

おいて検証するものとする。
２  　議会は、前項の規定による検証の結果に基づき、適切な措置を速やかに講ず

るものとする。

第 ８章　委任
（委任）
第 ２５条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

（広報活動及び広聴活動）
第 １１条　議会は、市民の知る権利を保障し、議会と市政に関心を高めるため多様

な方法を用いて広報活動及び広聴活動の充実に努めなければならない。
２  　議会は、前項の規定を達成するため、体制整備に努めなければならない。

（調査及び政策立案）
第 １７条　議会は、その機能を十分に発揮し、積極的に政策立案及び政策提言を行

い、市の政策水準の向上を図るよう努めるものとする。
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前　文
小金井市民は、直接選挙によって、市議会議員と市長を市民の代表として選出
しています。議会は合議制の議決機関であり、市長は独任制の執行機関です。
議会と市長は、それぞれが、二元代表制に基づき、対等な関係に立ち、互いの
役割を発揮し、市民福祉を増進させる責務を負っています。
議会にとって重要な役割は、多様な民意を持ち寄って、公開の場で効率的な議
論を尽くすことにより、市長の行政執行及び市政の課題について、その論点を明
らかにし、市民にとって最善の内容で意思決定を行うことにあります。
それらを実現するために、小金井市議会は、これまで市民に開かれた議会、自
由かっ達な質疑を保障する議会、少数会派の活動も認め合う議会を目指し、議会
改革に努めてきました。
地方分権の進展に伴い、地方公共団体の自己決定権が拡大する中で、議会は、
市民の視点に立ちつつ、議会としての自律性を高め、執行機関を監視し、政策を
立案する活動を、より充実強化しなければなりません。
また、議会の情報公開を推進して説明責任を果たすことや、市民の多様な意見
をくみ取る努力、市民の負託に応えるための更なる自己研鑽(さん)が求められて
います。
小金井市議会は、以上述べた議会の役割と使命を自覚し、地方自治の本旨の実
現を目指し、ここにその議会の最高規範としてこの条例を制定するものです。
提案
NO. 課題や取組など 主な議論の内容と結論（改正点） 改正

有無

１０

【提案会派意見】
この前文で規定した議会の役割、責
務などについては、今後も重要性が
増すと考えられる。現状の規定で更
なる研鑽を行っていきたい。全体と
して大きな問題は生じていないが、
議会報告会は改善点が見えてきた。

【提案会派改善案】
「市民の多様な意見をくみ取る努力」の
後ろに、「を積極的に進め」を追加する。

【議論の結論】
提案会派からの改善案を元に、再度、
各会派の見解を確認したところ、不
一致であったことから、本件の議論
を終了した。

無

第 １章　総則
（目的）
第�１ 条　この条例は、小金井市議会（以下「議会」という。）の基本理念、議会に
関する基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に応え、もって市民
福祉の増進及び市政の発展に寄与することを目的とする。

（他の条例等との関係）
第�２ 条　議会は、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合において
は、この条例との整合を図らなければならない。

第 ２章　議会及び議員の活動原則

（議会の活動原則）
第 ３条　議会の活動は、次に掲げる原則を基本とする。
⑴�　市民を代表する議決機関であることを自覚し、最善の判断及び責任ある活
動を行うこと。
⑵�　公開性、公正性及び効率性をより一層確保し、市民に信頼される議会を目
指すこと。
⑶�　市民の多様な意見を常に的確に把握し、政策立案及び政策提言にいかし、
市政に反映させるよう努めること。
⑷�　全ての会派が、意見の違いをお互いに尊重し合い、言論の府にふさわしい
議会運営に努めること。
⑸�　議会の委員会条例、会議規則、要綱等を定め、活動するとともに、それら
を継続して精査し、必要があれば見直しを行うこと。

提案
NO. 課題や取組など 主な議論の内容と結論（改正点） 改正

有無

１１

議長の中立性の保持。 議長を始め各会派から、議長が議長
職としての中立性を保つ中で、議員
個人の活動が どの程度ならば適切
であるかの見解について発言があっ
た。その後、提案会派が取り下げた
ため、議論を終了した。

ー

提案
NO. 課題や取組など 主な議論の内容と結論（改正点） 改正

有無

１

【提案会派意見】
多様な立場の市民の声を反映するた
め、子育て、介護中も働きやすい環境
整備等が必要である。

【提案会派改善案】
条文を追加。案として、「⑹　議会は、議
会活動と育児・介護等が両立できる環境
整備に努め、多様な立場の市民の声が反
映されるようにしなければならない。」

【議論の結論】
以下の通り逐条解説を修正した。

「全ての議員が、出産・育児・介護等
と両立できるよう、また、年齢、多様
な性の在り方、障がいの有無や程度、
文化的な違い等を認め合い、議会活
動できる環境整備に努めます。」

有

（議論及び討議の保障）
第�４ 条　議会は、議決責任を果たすために、その意思決定に当たっては議員の公
平で自由な質疑を中心とした議論の場を保障しなければならない。
２ �　議会は、論点の整理又は合意形成を図るために、各委員会を中心に議員間で
討議を行うことができる。

（議員の活動原則）
第 ５条　議員は、次に掲げる原則を基本として活動する。
⑴�　市民の多様な意見の把握に努め、個別的な事案の解決にとどまらず、市民
全体の福祉の増進を目指すこと。
⑵　調査活動に基づき、政策立案及び政策提言を積極的に行うこと。
⑶�　小金井市議会議員の政治倫理に関する条例（平成 ７年条例第２７号）に基づ
き、市民に信頼される議員活動に努めること。

（災害時の対応）
第�６ 条　議会は、大規模災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合にお
いて、議会として的確かつ迅速に対応するものとする。

提案
NO. 課題や取組など 主な議論の内容と結論（改正点） 改正

有無

７

８

【提案会派意見】
「災害時対応マニュアル」を具体化し
ていく必要があるのではないか。

【提案会派改善案】
既存のマニュアルの改善は必要とい
うことが一致し、提案会派が郡山市
議会のBCPを案として示した。その
後、議会全体での議論が必要との意
見も出され、会派代表者会議へ具体
的な議論は委ねられた。

【議論の結論】
新型コロナウイルス感染拡大への対
応も踏まえ「災害時対応マニュアル」
を会派代表者会議で見直すに当た
り、整備の範囲、協議する場について
協議したところ、不一致となったこ
とから、次期に申し送ることとした。

有

（会派）
第 ７条　議員は、議会活動を行うため、会派を結成するものとする。�
２　会派は、基本的政策又は理念が一致する議員で構成するものとする。�
３　議員は、一人の場合においても、会派として届け出なければならない。
４ �　議会は、議会運営等において、会派に所属する議員数にかかわらず全会派の
活動を保障し、会派間の公平性を確保しなければならない。
５ �　会派は、議会運営、政策立案及び政策提言に関し、必要に応じて会派間で協
議を行い、合意形成に努めるものとする。

第 ３章　市民と議会の関係
（市民に開かれた議会）
第�８ 条　議会は、本会議、委員会及び全員協議会を原則公開とする。ただし、公
開しない場合については、その理由を明らかにしなければならない。
２　議会は、市民が傍聴しやすい環境を整えるよう努めるものとする。
提案
NO. 課題や取組など 主な議論の内容と結論（改正点） 改正

有無

２

【提案会派意見】
答弁調整等で休憩に入ると、傍聴者
やYouTube視聴者は、休憩の理由や
再開時刻がわからず、いつ再開する
かも読めないため、傍聴を続ける意
欲の低下につながる。

【提案会派改善案】
条文を追加。案として、「 ３ 　市議会
は、会議を休憩する場合には、その理
由及び再開時刻を傍聴者等に説明す
るよう努めるものとする。」

【議論の結論】
条文への記載は困難という意見が多
かったため、協議を終了した。今後、
議会改革の提案を勧める声があった。

無

（市民の声を反映させる議会）
第�９ 条　議会は市長から提案された議案について誠実に審議するものとし、議員
は必要に応じて市民の意見を聴く機会を設けるものとする。
２ �　議会は、請願及び陳情について、次に掲げるところにより、市民からの政策
提案として、誠実に審査するものとする。
⑴�　請願者又は陳情者から申出があった場合は、その趣旨について陳述する機
会を設けること。
⑵�　請願又は陳情の審査に当たって、必要に応じて、市民の意見を聴く機会を
設けること。
⑶�　議員又は委員会は、条例等の政策立案及び政策提言をするに当たって、必
要に応じて、市民との懇談などの手段により、意見を聴く機会を設けること
ができる。

（公聴会制度及び参考人制度を活用する議会）
第�１０条　議会は、公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用するよう努めるもの
とする。

小金井市議会基本条例　検証結果
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議会運営委員会において、令和元年（2019年）
7月31日からどのように検証を行っていくかの協
議を開始しました。
同年10月29日に、各条項の条例・逐条解説・運
用・その他に対する課題・評価と改善案（以下
「検証項目」とする）の会派意見を集約して、協
議する検証項目を絞り込み、令和 2年（2020年）
1月29日に、議会基本条例検証等協議会を設置し
て、具体的な協議を行うこととしました。

１�　第 3条の逐条解説を今回変更しましたが、本来対応する条例本文の変更も
検討すべきとの意見もありました。条例の変更も議論を行いましたが、一致
に至らなかったため、今後の検討課題とします。
２�　検証方法の検討を事前に行った後に検証作業に入る必要があります。
３�　任期の最終年度での評価は十分に時間が取れないことがあるため、早い時
期に検証を開始する必要があります。

平成28年に制定して、初めての検証である。条例制定時の協議の時も全会派
が一致するところで作り上げてきた条例であり、検証も提案の中から反対のな
かった11項目を選んでの作業となった。条文の改正はなかったものの、この間
進んだ政務活動費領収書等のホームページ上での公開や、多様性を認めるとい
う社会の変化に伴う逐条解説の改正は適切な検証結果と思うし、議会運営上の
疑問点を話し合う機会になったことは検証作業の意味は大きい。また、見えて
きた課題はしっかりと次期に申し送りをするなど、一歩ずつでも議論の積み重
ねを続けることが生きた条例になる道と思う。

●�「新型コロナウイルス感染症」を受け、通常の議会開催が困難に
なったことから、様々な見直しを行って来た。

　（令和 2年（2020年）3月から）

●�年 1 回以上の議会報告会の実施
　�意見交換やワールドカフェなど実施し、議会としても貴重な場で�
　あるとの認識を得た。（平成29年（2017年）10月22日から）

●�「社会福祉委員への報酬誤支給問題」に関して、地方自治法第98
条第 1項の規定による事務検査を実施した。

　（平成30年（2018年）3月から平成30年12月まで）

●�【議員研修会の開催実績】
　平成29年（2017年）10月23日　「質問力を高める　議会力に活かす」
　平成31年（2019年）2月 1日　「障害平等研修（DET）」
　令和元年（2019年）12月17日　「議会基本条例の検証について」
　令和 2年（2020年）8月28日　�「議会BCPについて」　（リモートに�

　より開催）

●�議会基本条例の検証を初めて実施（令和 2年（2020年）度）

●�「市の高齢者福祉委託事業に係る個人情報の盗用について」に関
して、参考人への意見聴取を行った。（令和 2年（2020年）9月15日）

●議員個人が所有するパソコン等の持込み
　①議会運営委員会は試行から本実施
　②議会運営委員会を除く議会の全ての会議で試行を開始
　（令和元年第 4回定例会閉会中から）

●定例会終了後に議員提出議案（PDF）をホームページへ掲載
　（令和元年第 3回定例会から）

●�議会がTwitterアカウント（@koganei_gikai）を取得、本会
議、各委員会等の開催に関する情報など、議会の活動に関す
る情報発信を開始（令和 2年（2020年） 1月から）

●�議会改革において、日曜議会などで実施していた傍聴者アン
ケートを常時実施（令和 2年第 2回定例会から）

●�任期中に一度市民アンケートを実施することを決定し、実施
（令和 2年（2020年）9月）

●�予算特別委員会・決算特別委員会の議員要求資料（PDF）をホー
ムページへ試行的に掲載を開始（令和 2年第 3回定例会から）

●政務活動費の「領収書及び支払証明書」のホームページ公開
　（平成30年（2018年）6月から）

No. 開　催　日 協　議　内　容

1 令和 2年（2020年）2月14日

1 　スケジュールについて
2　検証内容について
　⑴　会派提案による検証項目の協議
　⑵　全条文の評価
３　協議の範囲について
4　協議報告書の作成について

2 令和 2年（2020年）３月19日 会派提案による検証項目の協議について

３ 令和 2年（2020年）6月10日 会派提案による検証項目の協議について

4 令和 2年（2020年）7月1３日 会派提案による検証項目の協議について

5 令和 2年（2020年）8月 7日
1　会派提案による検証項目の協議について
2　議会基本条例検証結果報告書（案）について
３　作業部会（議会基本条例検証結果報告書（案））について

6 令和 2年（2020年）8月17日 作業部会の開催

7 令和 2年（2020年）8月26日 1 　会派提案による検証項目の協議について
2　議会基本条例検証結果報告書（案）について

8 令和 2年（2020年）9月2３日 1 　会派総括意見について
2　議会基本条例検証結果報告書（案）について

9 令和 2年（2020年）11月３0日 1 　議会基本条例検証結果報告書（案）について
2　議会だよりの特集号について

10 令和 2年（2020年）12月17日 1 　議会だよりの特集号について
2　協議結果及び協議の終了について

座　長　小　林　正　樹　（小金井市議会公明党）
副座長　岸　田　正　義　（みらいのこがねい）
委　員　吹春　やすたか　（自由民主党・信頼の小金井）

遠　藤　百合子　（自由民主党・信頼の小金井）
宮　下　　　誠　（小金井市議会公明党）
沖　浦　あつし　（みらいのこがねい）
水　上　洋　志　（日本共産党小金井市議団）
水　谷　たかこ　（小金井をおもしろくする会）
斎　藤　康　夫　（こがねい市民会議）
渡　辺　大　三　（情報公開こがねい）
篠　原　ひろし　（改革連合）
田　頭　祐　子　（生活者ネットワーク）
片　山　　　薫　（市民といっしょにカエル会）
坂　井　えつ子　（緑・つながる小金井）

議　長　五十嵐　京　子　（自由民主党・信頼の小金井）
副議長　板　倉　真　也　（日本共産党小金井市議団）

議会基本条例検証等協議会 １６人

取　　組議会改革
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